
造船業における死亡災害事例（1999-2020年）

年 月

発

生

時

死亡災害事例
起因物

（小）

事

故

の

型

労働

者規

模

1999 2

15

～

16

建造中のフェリーの車両甲板中央部に設置した高さ約3．8mの移動式足場

上で蛍光燈を取り付ける作業中、足を踏み外して墜落、倒れてき移動式足

場の下敷きとなった。

411 1 1～9

1999 2

11

～

12

船内での、高所作業車を使用しての塗装作業で、高所作業車の設置場所が

傾斜であったために、傾斜下方に暴走し、高所作業車と共に船の内壁に衝

突した。

146 3
50～

99

1999 3

10

～

11

2．8t橋型クレーンの走行レール横の通路上の鉄板の補修作業中、走行し

てきた橋型クレーンの走行用モーターボックスと電源ボックスとの間に頭

部を挟まれた。

211 7 1～9

1999 4

9

～

10

造船工場において、建造中である船舶の上甲板に取り付けられたゴンドラ

に地上から乗り込み、上昇させていたときに、片方のホイストのフックが

作業床の吊りピースから外れたため、高さ約12mのところから地上に墜落

した。

216 1
30～

49

1999 5

14

～

15

船体ブロック内において、溶接箇所の一部補修作業を行っていたところ、

付近に置いていた錆止め用の塗料が入っていた缶にグラインダーの火花が

入って引火し、さらに着衣に燃え移った。

512 16
10～

29

1999 6

10

～

11

船体の塗装修理のため着岸中の船の船首バラストタンク内で吹付け塗装作

業を行っていたところ、爆発が発生した。
512 14

10～

29

10 建造中の自動車運搬船の右舷側の工事用出入り口となる部分(高さ2m，幅 300



1999 8 ～

11

1．9m)の扉の切断を行っていたときに、すべてを切断したために扉が外

側に開き、そこから約8m下のドック底へ墜落した。

418 1 ～

499

1999 8

10

～

11

船倉タンクの補強工事を行なっている貨物船の船倉タンクでの工事の進捗

状況を確認後、螺旋階段(もしくはタラップ)を降りているときに船倉底部

に墜落した。

413 1

100

～

299

1999 9

15

～

16

5年に1回の定期検査のためドック入りしたタンカーの機関室内の船底弁を

開放しようとしたところ、フランジのボルトが外れないためガスバーナー

でボルトを溶断していたところ、バーナーの火が何かに燃え移り火災が発

生し巻き込まれて死亡した。

512 16
10～

29

1999 6

7

～

8

ぎ装中のフェリーの空調ダクト工事のため、船に横付けされていた貨物船

のデッキを経由してフェリーに渡しているタラップを渡ろうとしたとき

に、バランスを崩してタラップの手すりと通路の手すりとの隙間(116cm)

から、船の間の海上へ後向きに転落した。

418 1 1～9

1999 10

8

～

9

定盤にて鋼板を半分に切断し、マーキングするために1枚の鋼板にクラン

プを掛けクレーンで吊った状態(片側は定盤についている)で、もう片方の

鋼板に乗り2枚の鋼板の角を合わせていたときに、突然クランプが外れ、

鋼板の下敷きとなった。

372 5
10～

29

1999 11

15

～

16

建造中のフェリー船(6000トン)の船内において、フォーリフト(最大荷重3

トン)を運転して勾配10度、距離40メートルのところを上がっていたとこ

ろ、突然エンジンが止まったため、フォークリフトが下がりはじめ、船体

の内壁に激突して横転したときに胸部を打撲した。

222 2

100

～

299

1999 12

14

～

15

岸壁に接岸したぎ装船の機関室へ溶接用キャプタイヤケーブルを引き上げ

るため、補助ロープ(重さ約500g)を、高所作業車の機械室上部から高さ約

5mのデッキ上にロープを投げたとき、反動でバランスを崩して船底に墜

落した。

146 1 1～9

2000 10

10

～

11

新造船の船尾下部に溜まった油や水の抜き取り作業を行っていた2名

が、LPGタンクに封入した不活性ガスの一部がビルジタンクに流れ込んで

いたため一酸化炭素中毒になり1名が死亡、1名が休業となった。

513 12
10～

29



2000 9

13

～

14

ドックで建造中の土運搬船の船体外板部の吹付塗装作業で、枠組足場の2

段目に上がって以前に塗装作業を行った船尾部分の塗装状態を確認中して

いるときに足場作業床と船体との隙間に墜落(高さ3．6m)した。

411 1
10～

29

2000 6

10

～

11

定期検査等のためにドックに入渠していた貨物船の4番船倉のホールド(船

底)で倒れているのを発見された。(右心房破裂による出血死)
239 1 1～9

2000 3

11

～

12

貨客船の外板塗装作業の補助作業者として、エアーホースの引き回しなど

行っていて高さ3．61mの足場上から手すりのない船の反対側へ墜落し

た。

411 1
10～

29

2000 8

16

～

17

船体ブロックの建造現場において、船体ブロックの内側で高さ約1．25m

の箇所の鉄骨のアングル上に足場板を架け渡し、その上でブラケットを溶

接して取付ける作業を行っていたときに足場板の端部がアングルより外れ

て落ちたため、船体ブロックの底部分に墜落した。

416 1
10～

29

2000 8

14

～

15

川に停泊中の砂利プッシャーボートの発電機用原動機の整備工事を行って

いたときに行方がわからなくなり、水死体で発見された。
713 10

50～

99

2000 5

0

～

1

コンテナ専用船の船底海水吸入箱の清掃作業を終了してドックサイドに上

がり、反対側の岸壁端のゴム製フェンダーの上に上がろうとして約2．5m

下の海中に落下した。

418 10 1～9

2000 7

13

～

14

建造中の自動車運搬船の船底で配管溶接部のみがき作業をしていて感電し

た。
359 13 1～9

2000 12

9

～

10

砂利船の船底で鉄板取り付け作業をしていたときに、船底内にあった砂利

運搬機の試運転の巻上げ装置が作動したため砂利運搬機のバケット倒れ、

その下敷きになった。

239 6
30～

49

2000 11

9

～

点検整備のため入渠している作業船のボイドスペース(浮力空所)内部にお

いて、昇降用タラップに右足が引っかかったまま宙吊りになっている作業 714 12
10～

29



10 者を発見したが、既に死亡していた。(酸素欠乏症)

2000 2

8

～

9

床上操作式クレーン(吊り上げ荷重2．9t)で、仮組定盤から本溶接定盤に

消音機架台(重量約700kg)を移動させているときに、玉掛け方法が悪かっ

たため荷が落下し、その下敷きになった。

372 6
30～

49

2000 7

10

～

11

ドックにおいて、渡り通路(吊り足場)の両端にワイヤロープで掛け足場上

で砂採取船のカーゴホールド内の不良部分の切断及び仮付け作業を行って

いたとき、吊り足場の片方を掛けていたシート止め用フックが溶接部から

外れ約6m下に墜落した。

411 1
50～

99

2000 9

11

～

12

船倉内でサンダーを使用した溶接部分の研磨作業を行うのにエアーと間

違って炭酸ガスを使用して作業を行い、船倉の床に倒れた。
514 12 1～9

2001 1

10

～

11

LPGタンカーの建造現場において、補助エンジン台座(質量466kg)を船底

から約4mの高さにある中段デッキに設置するため、ジブクレーンで台座

を吊り上げ台座に取り付けていた介錯ロープを引っ張ってデッキに引き込

もうとしたところ、玉掛ワイヤーロープが外れて台座とともに船底へ転落

し、台座の下敷きになった。

372 1 1～9

2001 1

0

～

1

昼休みを終えて作業場所である台船上の新造船船首付近の甲板上に移動す

るため、仮通路(アングル鋼材4本からなる)を通っていたとき、通路上に

仮置きされていた本通路の部材が倒れたため、約16m下のコンクリート路

面に墜落した。

418 1
10～

29

2001 1

16

～

17

造船所内の船台において、新造のコンテナ船の後部甲板上に艤装品を設置

する作業のため仮付けされていた手すりをガスバーナーで取り外してい

て、誤って約14m下の船台床に墜落した。

418 1 1～9

2001 1

11

～

12

船体の前方下部に使用される鋼板(重量3290kg、厚さ15．5mm)を盤木の

上に置き鋼板の3次元曲げのため鋼板の下に潜って裏焼きをしているとき

に、鋼板が落下し骨盤より上の上半身が下敷きになった。

521 5

300

～

499

14
船内のNo．3ホールドの高さ約15mの位置で、高所作業車に乗ってワンド

1000



2001 2 ～

15

ルピースという重さ約13kgの鉄板の溶断作業をしていたて、誤ってワン

ドルピースを落下させたため、下でゴンドラに乗るための準備作業をして

いた者の頭部を直撃した。

521 4 ～

9999

2001 1

11

～

12

新船の命名式に使用する風船の充填に使用したヘリウムガス容器(重さ

50kg)1本を事業主と2名で担ぎ鋼船の甲板を運搬していたところ、甲板が

雨で滑りやすくなっていたため転倒し、ガス容器の下敷きになった。

416 2
30～

49

2001 2

15

～

16

30万t級タンカー建造作業において、船体ブロックの組立で、質量約260t

のブロックを仮置きして据付位置を調整中に、ブロックを支えていた鉄製

支柱2本が外れブロックが倒壊し、付近で高所作業車の操作をしていた者

がブロックとドック床面との間に挟まれた。

418 5

100

～

299

2001 5

10

～

11

建造中の船体二重底左舷側ボイドスペース内の吹き付け塗装を行ってい

て、スペース内で倒れた。
514 12 1～9

2001 5

14

～

15

甲板に開けられていた穴を半自動アーク溶接機を使用して閉塞していたと

きに、溶接機の火花が船倉内に滞留していた引火性ガスに引火して、爆発

した。

513 14
10～

29

2001 5

14

～

15

天井クレーン(30t／5t無線操作方式)で鋼板(長さ7．6m、質量約1t)を移動

させていたときに、巻き上げの操作なのに誤って走行ボタンを押してしま

い工場建屋の柱と鋼板との間に挟まれた。

211 6
10～

29

2001 6

16

～

17

ドック内で定期検査のため入渠した自衛艦の防舷材(船と船の接触時に

クッションとなる物)を足場上で六角ボルトの頭の部分にメガネスパナ差

込み締付けているときにスパナが外れ、勢いあまって足場上より高さ3.6

ｍ下のドック底へ墜落した。

411 1
30～

49

2001 6

14

～

15

箱型土運船の船倉内の排水管の引き込み作業で、2名がパイプ(高さ

175cm)の上に乗ってチェーンブロックを引いていたところ、突然パイプ

が激しく動き床に墜落した。

361 6
10～

29

9 建造中の船体ブロックの二重底内部に入り、アーク溶接機で仕上げ作業を
10～



2001 6 ～

10

行っていてアーク溶接機のホルダーの絶縁被覆が損傷した箇所に接触して

感電した。

332 13
29

2001 7

13

～

14

ディーゼル溶接工場で同僚とエンジンフレーム(65．5t)を回転装置から吊

り降ろすため、それぞれフレーム内に入り吊り上げ治具(約1t)を天井ク

レーン(50t)に取り付けようとしていたときフレームと吊り上げ治具との

間に頭部を挟まれた。

211 7

1000

～

9999

2001 7

19

～

20

港に係留中の船舶の修理作業で、甲板上で休憩していたときに夕食を買っ

てきた事業主がクレーンハウジング上に上がってくるように声を掛けたの

で、クレーンハウジングに上がる途中3．05m下のクレーン取付台に墜落

した。

417 1 1～9

2001 8

9

～

10

船の外殻塗装のための足場の組立て作業において、足場の2層目に掛け渡

された歩み板上で、地上にいた同僚から木製の歩み板を受け取りそれを3

層目に掛け渡すため持ち上げたときに姿勢を崩し、地上のコンクリート床

に墜落した。

416 1 1～9

2001 8

11

～

12

LPGタンカーの船倉内で清掃と塗装の補修作業を行い、昼の休憩のため、

船倉内より上甲板に上がっていく途中6ｍ前後の高さから船底に墜落し

た。

418 1
10～

29

2001 9

11

～

12

高所作業車で船体ブロックの塗装作業を行っていて、船体ブロックから突

き出ているハッチカバー開閉装置と高所作業車の作業床に設置された操作

部の覆いとの間に胸部をはさまれた。

146 7
10～

29

2001 9

9

～

10

新造中の船の左舷カーゴタンク内で丸太足場の組立作業中、高さ約3．6m

の二段目の布上から墜落した。
411 1 1～9

2001 11

16

～

17

新造船の船尾に取付けていた支持鋼材(質量約300kg)を撤去するため鋼材

に空けてある作業用の穴にシャックルを取付け、ジブクレーン(吊り上げ

荷重41．7t)で吊上げたところ、鋼材の上端が船舶デッキの張出部に接触

してシャックルの取付け穴が破断し、鋼材が落下した。

521 4
10～

29



2001 11

10

～

11

天井クレーン(吊り上げ荷重10．19t)により船体ブロック(質量8．6t)をス

トック定盤から組立大組定盤へ移動させてパイプ治具の上に仮置きしよう

としていたとき、天井クレーンが誤って横行ボタンを押したため仮置きし

ていた別の船体ブロックと船体ブロックとの間に挟まれた。

211 6
50～

99

2002 1

11

～

12

建造中の30万tタンカー船首部分のボースンストア内で足場の解体撤去作

業中、開口部より約24m下の船底部に墜落した。
414 1 1～9

2002 3

11

～

12

船体ブロックに吊り足場を設置する作業において、組立中の吊り足場び吊

り具（帯鋼 支持材）が座屈して作業床が大きく傾いたため、約11m下の

地上に墜落した。

411 1
10～

29

2002 4

14

～

15

船台ブロックの取付作業（ブロックとブロックを溶接するため、ガス溶断

でブロック接合部の開先をとる作業）を行うため、船のタンク内にハッチ

から入り、木の足場板の上を歩いて作業場所に行く途中で足場板を踏み抜

き約15m下に墜落した。

411 1
50～

99

2002 5

17

～

18

新造船のぎ装で、前日に塗装した船首船倉部の上部甲板上でぎ装品（ロー

プを巻きつける鉄製の棒）をアーク溶接で取り付けていたところ、アーク

溶接の熱で溶接箇所の裏側の塗料に着火し、船倉内に溜まっていた有機溶

剤のガスに引火し爆発して船倉の上部甲板がめくれあがり、その甲板に頭

部を直撃されて約50mはね飛ばされた。

512 14 1～9

2002 7

9

～

10

高所作業車で船舶に乗り移るためドックの約1m手前に停車し旋回しよう

としたところ、急発進したため2.5m下のドックに墜落した。
146 1

30～

49

2002 8

9

～

10

船殻工場において、船台に船舶部品の手すり（2束）を積み込むための玉

掛けで、高さ60cmのところで手すりがある鉄板に上がろうとしたとき

に、手すりの1束（270kg）が倒れ手すりとともに地上に墜落した。

611 1

100

～

299

2002 8

11

～

12

タンカー船体ブロックの組立で、三角形の鉄製補強板を取りつけていると

きに、補強板（重さ約1.6t）が倒れ下敷きになった。
521 5

50～

99



2002 3

7

～

8

台船を曳航するため、汽船に乗り台船に向かう途中で後方からきた船に追

突され、汽船が沈没して乗船していた2名が溺死した。
239 18 1～9

2002 11

15

～

16

事務所で打合せたのち構内を移動するために使用している乗用車で現場に

戻り、岸壁付近に駐車しようとしたときに車ごと海中へ転落した。
231 1

300

～

2002 11

10

～

11

同僚3名と上架した漁船を所定の箇所まで移動する横取り作業で、ウイン

チのスプールに横取りワイヤロープ中間部を巻付けてワイヤロープを巻

取っているときに、定滑車を固定していた台付けワイヤロープが切断し、

その反動で横取りワイヤロープが跳ねて頭部に激突した。

223 6
30～

49

2002 12

14

～

15

タンカーの船体ブロックの塗装作業で、地上から塗料を小分けした小さな

バケツを持って船体ブロック上部へ船体ブロック端部のロンジ（船の長さ

方向に取り付けられているＬ字型の鋼材）を使って移動中に、地上から高

さ6.67ｍの箇所のロンジに設置されていた木製の足場板とともに墜落し

た。

416 1
10～

29

2002 10

8

～

9

タンカー（19500ｔ）機関室内のユニット艤装品を溶接するため、ワイ

ヤー（質量約12.5ｋｇ）を持って梯子を降りていたとき足を踏み外して高

さ約1.05ｍのところから機関台デッキに転落し、さらに0.8ｍ下のタンク

トップへ転落した。

371 1

100

～

299

2002 12

0

～

1

年末の終礼に出席するため自家用車で国道を走行中、交差点で信号無視の

トレーラートラック（30ｔ）に衝突された。
221 17

10～

29

2002 12

10

～

11

艤装中のタンカーの足場を解体中、誤って足場板の上（高さ8.17ｍ）から

船底へ墜落した。
411 1

10～

29

2003 1

10

～

建造中の新造船の船尾左舷外板部分の塗装作業で、高所作業車を移動のた

め後退させていたところ、新造船船尾左舷の鉄製ハッチが開いているのに 146 3
10～

29



11 気づかず、鉄製ハッチと高所作業車の操作盤との間に胸部をはさまれた。

2003 2

14

～

15

貨物船（59t）の船底船尾ブロックの製造作業で、船底に付いているつり

ピースをガス溶断しているときに、6.7m下のコンクリート土間に墜落し

た。

419 1
10～

29

2003 3

15

～

16

コンテナクレーンのつり具の試運転および調整作業で、下に潜り込んで稼

働状況を確認していたときに、つり具の固定フレームとツインボックスの

プレートの間に頭をはさまれた。

391 7

1000

～

9999

2003 4

13

～

14

造船所で、修繕・検査が終了した自動車運搬船の確認運転を海上で行って

いたところ、ジャイロコンパスに不具合が生じたので修理するため、連絡

船に乗り運搬船に接舷して乗船しようとしたときに海に転落した。

239 10 1～9

2003 5

15

～

16

フェリー（総トン数7,005t）の定期検査において、発電機室内の発電機を

開放して付属品の過給機（約420kg）を取外すため、過給機を支えていた

ドレンパイプを外そうとしたときに、すでに全てのボルトが外されていた

過給機が高さ1.2mの位置から落下し下敷きになった。

111 4
10～

29

2003 7

13

～

14

造船場のブロック定盤において、船体ブロック製作作業のため、二重底内

部での鋼板の溶接作業の準備中に、走行してきた橋形クレーンの脚部とブ

ロックとの隙間（約10cm）にはさまれた。

211 7 1～9

2003 8

10

～

11

船台修理の準備のため、岸から約40m離れた水深約5m地点でエアーホー

スにより海底の泥はね清掃作業を行っていたところ、酸素ボンベの空気が

切れたので、同僚の空気を分けてもらいながら上陸したがその直後に意識

を失った。

713 10
10～

29

2003 9

15

～

16

構内における貨物船（12000t）のブロック製作で、船尾部の油水分離タ

ンク内面の塗装作業を行っていたときに、塗料に含まれていたシンナーに

何らかの火花が引火し爆発し、約50m飛ばされて外海に落下した。

512 14
30～

49

2003 10

19

～

20

5名で船倉の塗装作業を行っているときに、排気ファンによる換気不十

分、防毒マスクの吸収缶の破過により有機溶剤中毒により1名死亡した。
512 12 1～9



2003 10

11

～

12

船体ブロックの組立作業中に、船体ブロックに斜めに仮溶接されていた鉄

板（重さ約2.5t）が落下し下敷きになった。
521 4

50～

99

2003 10

15

～

16

建造中の貨物船（499t）の見回り作業を行っていたときに、デッキ上の開

口部（6.3m×2.4m）から6.7m下のエンジンルーム床に墜落した。
414 1

30～

49

2003 10

17

～

18

工場屋内において、船体ブロック（15m×15m、高さ3m）の内部を塗装

中、有機溶剤中毒によりブロック内部で倒れた。
514 12 1～9

2003 10

9

～

10

6人で船体ブロック内部の塗装を（コールタール、トルエン等含有する塗

料）6ブロックに分かれて行っていて、午前の休憩時間に1人が戻って来な

いので呼びに行ったところブロック内で倒れていた。

514 12 1～9

2003 10

11

～

12

溶接組立工場において、6名で工場西側にある船体ブロック（質量13.3t）

を東側に設置したキャリー（最大積載荷重180tの貨物自動車）に積むた

め、天井クレーン2基で合つりした状態でキャリーの中心にブロックの中

心を合わせるため移動させたときに、キャリーの荷台上で玉掛け合図者に

ブロックが激突したため高さ3m下へ墜落した。

211 6
50～

99

2003 11

10

～

11

ドックにおいて、高所作業車で船体ブロックのつりピースを取り除く作業

中に、別の船体ブロックをつった橋形クレーンが上方を通りかかったとき

にクレーンの荷が高所作業車のバケットに接触し、そのはずみでバケット

から投げ出されて約11m下に墜落した。

211 6
10～

29

2003 11

13

～

14

造船所の仮設作業場において、造船中の船（19t）の塗装作業が終了した

ので進水のために同作業場を解体することになり、2名で高さ5.1mの個所

に掛け渡した梁上でコンパネを外す作業を行っていたときに、梁が外れ落

ちて作業中の2名が地上に墜落し、1名が死亡した。

415 1
10～

29

2003 12

8

～

岸壁付近に重ねて置かれていたパレット（重さ約1t）3枚をトラックに積

み込む作業で、上2枚のパレットの向きを変えるため玉掛けしてジブク

レーンで2枚同時につり上げ回転させていたときに、下のパレットが引っ 418 1 1～9



9 掛かったのでこれを外したときの反動でバランスを崩し岸壁から海中に墜

落した。

2003 12

16

～

17

ドックに入渠（きょ）していた船の船尾にある雑用清水タンク（16m3）

内で、さびた個所に塗料を塗っていて急性の第二種有機溶剤による中毒で

死亡した。

512 12
30～

49

2004 4

14

～

15

移動式クレーンで、船を台座から海に移動させるための滑車をつり上げよ

うと、ジブを約17m伸ばしたところ、移動式クレーンが転倒し、フックが

被災者に激突した。

212 6
10～

29

2004 9

8

～

9

砂利運搬船の船舵の取り付けのため、フォークリフトにバケットを装着

し、バックレストからバケット越しにワイヤーでつり、船舵を固定した

後、フォークリフトが船体から離れる際、バケットを固定していたピンが

外れ、バケットが落下し、被災者に当たった。

222 4 1～9

2004 7

9

～

10

建造中のコンテナ運搬船の左舷船首側のアッパーデッキを含む船体ブロッ

クをジブクレーンでつり上げて船体に据付け後、突然当該ブロックが外側

に倒れ、ドック底に向けて倒壊し、ブロック天端で作業中の被災者がドッ

ク底に転落した。

418 1

100

～

299

2004 7

9

～

10

建造中のコンテナ運搬船の左舷船首側のアッパーデッキを含む船体ブロッ

クをジブクレーンでつり上げて船体に据付け後、突然当該ブロックが外側

に倒れ、ドック底に向けて倒壊し、ブロック天端で作業中の被災者がドッ

ク底に転落した。

418 1 1～9

2004 10

8

～

9

ドックの渠底の掃除を開始する前にドック側面の移動式足場の走行レール

に平行して設けられている水パイプのバルブを開けるため、移動式足場の

下部に入っていたところ、移動式足場が動き出し、水パイプと移動式足場

下部ボックスに挟まれた。

391 7
10～

29

2004 3

16

～

17

バラ積船の右舷側に張り出し足場（ブラケット2本及び鋼製足場板1枚）を

設置し、溶接作業を行っていたところ海中に足場と共に墜落した。
411 1

30～

49



2004 7

8

～

9

新造船船体一部の2重底タンク内のバラストパイプをエアーにより圧力テ

スト中、パイプの閉止用ドレッサーカップリング（伸縮継手にパイプを取

り付けた物で直径450mm、長さ1000mm、重さ約160kg）が吹き飛

び、2m離れた位置で図面のチェツクをしていた被災者に当たった。

521 4

300

～

499

2004 8

16

～

17

建造中の貨物船の船底部（ホールド間を区切る隔壁下部のスペース内部）

で塗装作業中に、爆発が起こった。
512 14

10～

29

2004 8

16

～

17

建造中の貨物船の船底部（ホールド間を区切る隔壁下部のスペース内部）

で塗装作業中に、爆発が起こった。
512 14

10～

29

2004 10

14

～

15

岸壁に接岸しているばら積運搬船において、機関室下方の廃油タンク内の

塗装終了後、換気のため、ポータブルファンを準備中、廃油タンクで爆発

が起きた。

512 14 1～9

2004 5

13

～

14

組立工場において、貨物船の2重底の組立作業を4名で行っていた。ブロッ

クの側面の鋼板をクレーンで定盤上のブロックの所定の位置に設置し、

チェーンブロックで4カ所を固定した。3名で鋼板をブロックに仮溶接し、

チェーンブロックを調整した直後、鋼板が突然落下し、ブロックの外側に

いた被災者と他の作業者が鋼板の下敷きになった。

418 4 1～9

2004 7

11

～

12

ドック内で建造中の船体外板部のエアーサンダー掛けが終了し、ドック内

で使用したエアーホースを撤去するため、ドック上から当該ホースを手で

引っ張ってたぐり上げていたところ、足元の木製足場板が天秤状態とな

り、足場板とともに4.7m下のドック底に墜落した。

416 1 1～9

2004 8

9

～

10

台風対策のため沖に停泊していた建造船のアンカーチェーン2本が絡ま

り、これを解く作業を行っていた小型作業船が転覆し、被災者は海に転落

した。

713 10
50～

99

2004 7

17

～

建造中の貨物船内で、エンジン（重量590ｔ）据付作業のため、油圧

ジャッキを用いて高さの微調整を行っていたところ、エンジンと油圧

ジャッキの間に高さ調整のため入れた鋼材（コマピース：直径7cm、高さ
361 4

300

～



18
6cm）がジャッキの圧力により潰れて弾き飛び、被災者を直撃した。

2005 1

16

～

17

タンクの足場の解体作業中、作業位置から17m墜落した。 411 1
10～

29

2005 6

12

～

13

ブロックのフロア部の部品をリモコン操作の天井クレーンで操作し移動し

ていたところ、先に配材した部品（重さ1.8トン）が被災者に倒れかかっ

た。

521 5
300

～

2005 7

17

～

18

船体下のレール上から海中に落とした船舶の補修に使用していたコード

リール引き上げるため、コードリールを海中から両手で持ち上げたとこ

ろ、感電し、海中に転落した。

351 13
10～

29

2005 8

15

～

16

脚立（高さ1.7m)を使用し、漁船の船尾管防触亜鉛を取り外す作業中に、

脚立から墜落した。
371 1

10～

29

2005 8

6

～

7

乗用車を運転し駐車場でバックした際、高さ15cmの車止めを乗り越え、

海中に車体後部から転落し、海中に沈んだ。
231 1 1～9

2005 1

15

～

16

新造船（２万トン）の船底において、アーク溶接を行っていたところ、や

けどを負った。
332 16

50～

99

2005 2

10

～

11

組立定盤のパイプ治具上に設置された船体ブロックの部材取付作業におい

て、部材の位置合わせのためチェーンブロックで部材を引っ張っていたと

ころ、船体ブロック全体がパイプ治具からずり落ち、被災者が背後にあっ

た鋼製ゴミ箱とずり落ちたブロックとの間に挟まれた。

418 4
10～

29

2005 4

17

～

18

船舶のハッチカバーのエアシリンダーの整備中、ハッチカバーが突然閉ま

り、被災者に激突、その衝撃でハッチ内に仮設していた足場の上か

ら、12m下の船倉内通路に落下した。

411 1 1～9

14 船体ブロックを台船上で荷揚げする作業において、荷崩れ防止のために船



2005 6 ～

15

体ブロックに固定溶接していたアングル材をを溶断する作業を行っていた

ところ海に転落した。

239 10 1～9

2005 6

16

～

17

仮組みした足場をクレーンで移動させる作業において、つっていた足場が

揺れて被災者が乗っている足場に当たって倒壊し、被災者が床面に落ち

た。

411 1 1～9

2005 8

9

～

10

ドック内で建造中の貨物船の足場架設作業において、足場溶接部が外れ、

乗っていた足場板とともに17m下のドック底部に墜落した。
411 1

10～

29

2005 4

15

～

16

船倉内に防錆用塗料（第２種有機溶剤及び特定第２物質含有混合物）をス

プレーガンで吹き付ける作業を行っていたところ、倒れた。
514 12 1～9

2005 5

11

～

12

造船所構内で艤装船に横付けした作業用台船に架け渡した通路上を渡って

いたところ、5m下の海に墜落し、溺れた。
417 1 1～9

2006 2

14

～

15

タンク内の最終タッチアップ作業（スプレー等で塗装したのちの残りを刷

毛・ローラーを用いペンキを塗ること）を行うためアッパーデッキ上のマ

ンホール（６００×８００ｍｍ）から、タッチアップに使用する缶と刷毛

を手に持ち（左右のいずれかに持っていた。）常設の垂直はしごを用い降

下中、約１４ｍ下のタンクトップに墜落した。

371 1 1～9

2006 3

17

～

18

中古船展示場において、看板取付け作業を３名で行い、その後看板の取付

け状況を確認するためパレット上に被災者を乗せてフォークリフトで上げ

たところ、被災者がそのパレット上（高さ約３メートル）から墜落した。

222 1 1～9

2006 3

9

～

10

現場においてタグボートから修繕船（本船）へ乗り移るため縄ばしごを

上っていたところ、誤って５メートル下のタグボート上へ転落した。
413 1

100

～

299

2006 4

14

～

貨物船に取付けた制限荷重３０ｔの揚貨装置を使用して岸壁から１個３０

ｋｇの米袋４２袋分を入れたスリングバッグを貨物船内に積込むため、ス
372 4

10～



15
リングバッグ８袋分を巻き上げて旋回していたところ、１つのスリングが

切れて落下し、船倉にいた被災者に当たった。

29

2006 4

14

～

15

まき網運搬船（３４６ｔ）の法定点検作業において、被災者はタンク（配

管等の設備空間のみ）内に位置する生活排水配管の逆止弁を点検していた

が、マンホール直下の当該タンク内に被災者が倒れているのを当該運搬船

の乗組員に発見された。

999 10 1～9

2006 4

10

～

11

工場内において、コンテナ船のコーミングトップの組付作業中、組付中の

ピンブロック（約９２０ｋｇ）が作業中の労働者に落下した。
521 4

10～

29

2006 6

15

～

16

作業建屋において、グラインダーでバリ取り作業を行っていたところ、ベ

ビーファンを置き送風するため橋形クレーンの走行レールの外側にある電

源ボックスから電源を取り、振り返ったところ動き出した橋形クレーンの

サドル部に押され、建物のコンクリート基礎とクレーンのサドル部の隙間

約１９ｃｍのところを約１．２ｍ引きづられ、病院で入院治療していたが

死亡した。

211 7 1～9

2006 5

16

～

17

船体ブロック組立作業現場において、労働者３名がスタンフレームのラ

ダーホン（舵の一部）の組立て作業を行っていたところ、組立てていた鉄

板（長さ３ｍ×幅７５ｃｍ×厚４ｃｍ、約７００ｋｇ）が落下し、直下で

溶断作業を行っていた被災者が、鉄板と共に高さ約３．２ｍの作業床から

地上に墜落した。

521 4
10～

29

2006 7

11

～

12

被災者は、船体ブロック上でキャスター付椅子に座った状態で、ガスバー

ナーを使ってひずみ取り作業を行っていたところ、キャスター付椅子の１

本の脚がスカッパー（船体ブロックの雨水排水口）に入り、椅子が傾きバ

ランスを崩して、船体ブロック上から約５．６ｍ下の地上へ転落した。

418 1
30～

49

2006 5

8

～

9

構内船台において、貨物自動車運搬船のブロック組み立て中、船尾ブロッ

クの継ぎ目部分をブロックの内側から溶接しようとしていた被災者が、ブ

ロックの穴から雨水が浸入するのを防止するため、ブロックの外側に回

り、ブロックの端の部分に立ち、穴をパテを使用し埋める作業中、高さが

418 1
50～

99



地上約８ｍのブロックの端より墜落した。

2006 5

0

～

1

タンカー内のポンプルームと呼ばれる箇所で、被災者が倒れているのが発

見された。ポンプルームは約２１メートルの深さがあり、被災者はポンプ

ルーム内の最も高い箇所に設置された通路から、１２メートル６５センチ

メートル下の箇所に設けられたタービンフラットと呼ばれる張り出し床の

上に倒れていた。

417 1

1000

～

9999

2006 7

12

～

13

被災者は、アーク溶接機を用いて屋外に置いてある船体ブロックの溶接部

等の手直し作業に従事していた。被災者が昼休みになっても作業場から

戻ってこないため、同僚が被災者を探したところ、船体ブロック内で倒れ

ていた被災者を発見した。被災者の革手袋には、焼け焦げた跡があった。

332 13
10～

29

2006 8

9

～

10

建造中の船の左舷甲板上に取り付けられた張り出し架台上のＣＯ２溶接機

の格納箱１台を２５ｔクレーンを使用して移動させる作業に従事した被災

者２名が、格納箱が吊り上げられた際に、張り出し架台が甲板から外れ、

架台と共に約２３ｍ下の渠底へ墜落した。

416 1
30～

49

2006 8

9

～

10

建造中の船の左舷甲板上に取り付けられた張り出し架台上のＣＯ２溶接機

の格納箱１台を２５ｔクレーンを使用して移動させる作業に従事した被災

者２名が、格納箱が吊り上げられた際に、張り出し架台が甲板から外れ、

架台と共に約２３ｍ下の渠底へ墜落した。

416 1
10～

29

2006 8

16

～

17

大規模修理工事のため、ドックに入渠中の冷凍運搬船のメンテナンスハッ

チにおいて、被災者は同僚と二人で２台のポンプを使用し、同ハッチ下に

位置する生活排水タンク内の真水の排水作業を行っていたが、同日午後、

同ハッチ脇で倒れているのを発見された。

352 13
10～

29

2006 9

11

～

12

船をドック内に牽引するロープを補ウインチのワイヤロープと２ヶ所

シャックルで繋ぎ主ウインチにより引出作業中、１個目のシャックルが途

中の滑車を通過出来ないため入替作業をした。作業を再開し２個目の

シャックルが構造物に引っかかったので引出作業を中止し主ウインチで少

し巻き戻そうとした際に、高速で巻き戻したため１個目のシャックルが戻

り、滑車に引っかかった滑車を破壊。弾みでワイヤロープが跳び被災者に

219 6
10～

29



激突した。

2006 7

12

～

13

船の舵機室下、ラダートランク内において、舵の軸受け穴へ同径のスリー

ブ（金属製の筒）を挿入する、冷し嵌め（メタノールとドライアイスの

入ったドラム缶にスリーブを浸け、収縮させる。）作業を行っていた被災

者が、昼休みになっても戻らないため探したところ、当該ラダートランク

内で倒れているのが発見された。

514 12
10～

29

2006 9

14

～

15

被災者（溶接工）が、橋形クレーンのレール上に座っていたところ、別の

クレーンで吊った船体ブロックの角度調整のため走行してきた床上操作式

の２０．３ｔ橋形クレーンに激突された。

211 6
10～

29

2006 10

8

～

9

ロック組立工場建屋内の足場材をジブクレーンで搬出するのに、つり上げ

の邪魔になる移動建屋を移動しようと、被災者が移動建屋壁面に設置され

た操作盤を操作して同建屋を移動中、同操作盤と停止していた門形クレー

ン脚部の昇降タラップの踊り場に挟まれた。

418 7
10～

29

2006 12

15

～

16

船体ブロック工場において、小組みされたブロックを別のブロックと組合

すため、当該ブロックを天井クレーン（３０トン、無線操作式）を用いて

吊るため、一方を２本のワイヤとクランプで吊り、もう一方をレバーブ

ロックとクランプで吊って５０度の角度をつけて吊り上げていたところ、

レバーブロックのチェーンが破断し、当該ブロックが労働者に激突した。

372 6 1～9

2006 11

8

～

9

中期点検工事において、エンジンの修理を請け負い、会社から持ち込んだ

機械を搬入し段取り中、エアーの供給口にホースの取り付けをしていた被

災者が、取り付け直後に乾ドッグの縁から約８メートルの深さのドックの

底に墜落した。

418 1 1～9

2006 11

8

～

9

建造ドック内で製造中のＬＮＧ船内で、被災者が、レールに乗せていた高

所作業車を運転していたところ、当該高所作業車がレール端部のストッ

パーを乗り越えたため、レールから脱輪し、高所作業車とともに床に転落

した。

146 1
300

～

建造中の鋼船のタンク内（高さ３．６ｍ、幅３．９５ｍ、奥行き最大３．



2007 10

15

～

16

２５ｍ）における点検用はしご道（長さ１．９ｍ、幅３１ｃｍ）の取り付

け作業中、アーク溶接を開始したところ、タンク内で漏えいしていたガス

溶断のプロパンガスが爆発し、当該作業を行っていた元請作業者１名、事

業場作業者２名が火傷した。２名が後日、死亡した。

513 14
10～

29

2007 10

15

～

16

建造中の鋼船のタンク内（高さ３．６ｍ、幅３．９５ｍ、奥行き最大３．

２５ｍ）における点検用はしご道（長さ１．９ｍ、幅３１ｃｍ）の取り付

け作業中、アーク溶接を開始したところ、タンク内で漏えいしていたガス

溶断のプロパンガスが爆発し、当該作業を行っていた元請作業者１名、事

業場作業者２名が火傷した。２名が後日、死亡した。

513 14
10～

29

2007 10

16

～

17

ドックで船舶修繕作業中、船尾網置き場のネットブルワーク（船尾楼の囲

い）４枚目を撤去するため、５枚目のネットブルワークに取り付けられて

いる歩道上で被災者がつり上げ作業の補助をしていたところ、５枚目の

ネットブルワークが倒壊し、被災者が約１３ｍ下のドック底部に墜落し

た。

239 1 1～9

2007 6

10

～

11

事業主と被災者の二人で船体３階デッキでウインドブレーカーの取り付け

作業を行っていた。当該ウインドブレーカーはジブクレーンでつられた状

態で、被災者がデッキに仮止め溶接をしていた。２箇所仮止め溶接が終

わったところで代表者がつりクランプの玉外しを行い、クレーンオペレー

ターに巻上の合図をしたところ、つりクランプがウインドブレーカーに

引っかかり倒壊した。その脇で仮止め溶接をしていた被災者が下敷きに

なった。

211 5 1～9

2007 8

16

～

17

ドックで製作中の２０万トン型バルクキャリア造船ブロックホールド内

で、工事孔近傍を塗装作業中に、ローアースツールで爆発が発生した。
512 14 1～9

2007 8

16

～

17

ドックで製作中の２０万トン型バルクキャリア造船ブロックホールド内

で、工事孔近傍を塗装作業中に、ローアースツールで爆発が発生した。
512 14 1～9

被災者は、し尿船（全長６２ｍ、重量４９９ｔ）を灯油等の運搬に使用す



2007 1

8

～

9

るタンカーへ改造する工事において、タンクの溶接部の手直しのため、

アーク溶接装置を使用し、ガウジング作業を行っていたところ、被災者の

衣服に引火した。

332 11
10～

29

2007 9

11

～

12

小型船舶の補修・塗装作業用足場を設置するため、クローラクレーン（つ

り上げ能力２０ｔ）を用いて、約４ｍの単管１９本（約２００ｋｇ）をつ

り上げて移動させたところ、同クレーンの起伏ワイヤーが破断してブーム

が落下し、被災者に激突した。

212 6 1～9

2007 8

9

～

10

８０ｔ塔型引込クレーンの補修に際し、高さ約１２ｍの箇所にある「フー

トベアリング」を交換するため、ジャッキ４個を使用し、上部全体を

ジャッキアップしたところ、その部分が横にずれ、上部全体が落下し地面

に激突、次にカウンターウエイト側（後ろ側）に倒れた。クレーンの倒壊

時、被災者らは高さ１２ｍまたは３１ｍの箇所にいたが倒壊とともに墜落

した。

211 5

1000

～

9999

2007 8

9

～

10

８０ｔ塔型引込クレーンの補修に際し、高さ約１２ｍの箇所にある「フー

トベアリング」を交換するため、ジャッキ４個を使用し、上部全体を

ジャッキアップしたところ、その部分が横にずれ、上部全体が落下し地面

に激突、次にカウンターウエイト側（後ろ側）に倒れた。クレーンの倒壊

時、被災者らは高さ１２ｍまたは３１ｍの箇所にいたが倒壊とともに墜落

した。

211 5

1000

～

9999

2007 8

9

～

10

８０ｔ塔型引込クレーンの補修に際し、高さ約１２ｍの箇所にある「フー

トベアリング」を交換するため、ジャッキ４個を使用し、上部全体を

ジャッキアップしたところ、その部分が横にずれ、上部全体が落下し地面

に激突、次にカウンターウエイト側（後ろ側）に倒れた。クレーンの倒壊

時、被災者らは高さ１２ｍまたは３１ｍの箇所にいたが倒壊とともに墜落

した。

211 5

1000

～

9999

2007 9

12

～
クレーンのグリスアップに使用したグリス缶の空き缶を廃棄するため、構

内道路脇のゴミバケツ置き場に行った際、フォークリフトにひかれた。
222 6

10～

29



13

2007 3

10

～

11

作業で使用する資材を台船上に取りに行く途中、岸壁から海に墜落した。 239 10
30～

49

2007 9

15

～

16

造船所内において、船体ブロック製造における溶接作業中、アーク溶接装

置の充電部に左手が接触し感電によって死亡した。
332 13

30～

49

2007 8

10

～

11

被災者は、建造中の貨物船の船橋楼上の甲板において、アーク溶接機のホ

ルダー延長ケーブルの接続部の金具を素手で握った状態で倒れているとこ

ろを発見された。なお、発見時、延長ケーブルが接続されたアーク溶接機

の電源は入っており、又、被災者が握っていたケーブルに大きな損傷があ

り、クリッパー、カッターナイフ、絶縁用ビニルテープが傍らにあった。

332 13
10～

29

2007 7

16

～

17

船体ブロック組立作業中、壁面鋼板（縦３．５ｍ、横９．７ｍ、重量３．

７ｔ）を床面鋼板に取り付けるため、締めつけ用チェーンで固定して仮止

め溶接を行っていたところ、壁面鋼板が倒れて被災者が下敷きとなった。

418 5
10～

29

2007 1

9

～

10

建造中の船舶を巡視していたところ、船舶の船首（甲板）付近から煙が出

ているのを発見し、消防署が火災元を捜索したところ、船首側の船底

（フォアピークタンク内）で倒れていた被災者を発見した。なお、被災当

日、被災者は、船底でライニングホール（鉄板をくり抜いた楕円形の穴）

を拡大するため、ガス溶断作業を行っていた。

513 16
10～

29

2007 6

16

～

17

組立工場建屋内北側の天井クレーン昇降用階段踊り場（地上から２０．３

ｍ）に倒れている被災者をクレーン運転手が発見した。
413 1

100

～

299

2007 9

9

～

10

岸壁に係留し艤装中のコンテナ貨物船の船首フォックス（船倉）で塗装作

業の補助作業（ホース引き）に就いているはずの被災者が、約２５ｍ離れ

た場所にあるカーゴ・ホールドの底部で倒れているところを発見された。

２．６ｍあるカーゴ・ホールド内の段差か、約１４ｍあるカーゴ・ホール

ドトップから墜落したと思われる。

418 1
10～

29



2007 5

12

～

13

被災者は、約４．５年間、主に造船関係の電装工事に従事し、作業場に防

火のための吹付け石綿が使用されていたこと、パッキン及びブレーキライ

ニングに石綿が含有していたこと等から、接触又は磨耗等によって飛散し

た石綿にばく露したことによる疾患のため病院で死亡した。

514 12
50～

99

2007 10

13

～

14

被災者が修繕船のタンク内にて昇降タラップのステップ部分の交換作業を

行っていたところ、被災者が使用していた安全帯のフックをかけていた金

具が外れて約１１ｍ下のデッキに墜落した。

413 1
10～

29

2007 8

11

～

12

被災者は、手持ちグラインダーを用いて、鋼製の船体ブロックに製作作業

用に取り付けられていたつりピースをガス切断にて外した跡の手直し作業

を行っていたところ、船体ブロックの当該作業位置（高さ５．２７ｍ、幅

０．８ｍ）から地面に墜落した。

418 1
10～

29

2008 2

8

～

9

上架した船舶の修理作業中、機関室の配管固定用アングルをガス溶断中に

衣服に着火した。
331 11

10～

29

2008 2

13

～

14

工場内で船舶用部品（押し船用圧着シュー）の組立て作業中、部品

（1.6t）を5t天井クレーンでつり上げてシリンダー部に取り付けようとし

たところ、玉掛けワイヤロープが切断して倒れた部品の下敷きとなり死亡

した。

211 4
10～

29

2008 12

13

～

14

構内のドックにおいて、積載荷重2.5tのフォークリフトで移動式足場

（ローリングタワー（1.2t））を移動中、路面上に出ていた中間ゲート固

縛用ピースにぶつかった際、フォークリフトの爪からずれるように外れて

移動式足場が前方へ倒れて前方でフォークリフトの誘導をしていた被災者

が倒れてきた移動式足場の下敷きとなり死亡した。

411 6

300

～

499

2008 7

23

～

24

貨物船の修繕工事において、ハッチ開閉用のチェーンのねじれを戻す作業

を行っていたところ、船底に墜落していた被災者を発見した。甲板通路の

船底側には、高さ70cm幅46cmのハッチコーミングがあり、それを乗り越

え墜落したか、墜落防止措置のないハッチカバーの端から墜落した。

418 1
10～

29



2008 5

10

～

11

底開式土砂運搬船の修理のため同船のバラストタンクに入ったところ、同

タンク内で倒れた。
714 12 1～9

2008 5

10

～

11

工場内の二酸化炭素ボンベの圧力ゲージの取替作業のために軽トラックで

移動中、居眠りをしたため工場内道路（幅員18.6m）の側面建屋のコンク

リート柱（壁）に正面衝突して死亡した。

221 3
300

～

2008 12

14

～

15

ドックに入渠中のバラ積み貨物船の船側外側板をガス溶断中、船室内部で

火の粉の飛散防止の処理をしていた作業者に火の粉がかかり作業服が燃え

出した。

331 11
10～

29

2008 4

8

～

9

造船所の船台において、建造中の船（千トンクラス）の第2機関室の第2燃

料油重力タンク（高さ1.7m×幅1.3m×奥行1.7m）内の狭あいな場所で作

業者が同タンクの仮付け作業を行なっていたところ、ガス切断器のホース

から酸素ガスが漏れて炎が作業服（綿100％）に着火した。

519 16

1000

～

9999

2008 8

7

～

8

船体ブロック（重量約128t）を第4船殻工場から第1船台に270tクレーン

を用いて移動させて、船台上に4基配置された反転台に置くために反転台

が船体ブロックを支えるのに適切な箇所となる作業を実施していた。その

際、作業者8名で4基の反転台の位置を調整していたところ、クレーンでつ

り上げた状態のブロックが振れたため、ブロックと反転台上の盤木との間

にはさまれて死亡した。

612 6

300

～

499

2008 4

16

～

17

船体ブロックの製造のための仮溶接作業を3人（クレーンオペ含む）で

行っていた。ブロックの部品であるウェブビーム（重量2.5t）をクレーン

で保持させて鉄板の上に立たせたまま仮置きして仮溶接を行った。片側だ

けレバーブロックを使用して、ウェブビームと下の鉄板を密着させた状態

で玉はずしを行ったところ、レバーブロックで引いている被災者側へウェ

ブビームが倒れて身体をはさまれて病院で死亡した。

521 5
30～

49

2008 5

14

～

造船所内のフラットパネル工場において、NC多目的木工加工機械を用い

てLNG新造船のタンク断熱材を作業者2名で加工していた。加工材の切り

端を取除く等の作業を行っていた被災者が、当該加工機械のターンテーブ 131 7
10～



15 ルと当該機械の側方部に取り付けられた部品との間にはさまれて死亡し

た。

29

2008 6

17

～

18

被災者は建造中の船舶内で清掃作業等に従事していたところ、具合が悪く

なり搬送先の病院で死亡した。
715 11 1～9

2008 8

17

～

18

被災者は造船所構内のブロック小組工場において、天井クレーンを使用し

て船体ブロック部材の配材作業をしていた。被災者が仮置きした船体ブ

ロックの部材（630kg）が被災者の方へすべり落ちてきたため、当該部材

の下敷きとなり死亡した。

521 5
10～

29

2008 8

9

～

10

被災者は、構内の施設改装に伴う岸壁に設置されているクレーンのレール

の一部撤去作業を行うにあたり、移動式クレーンを用いて取り外しした

レールを輸送用トラックに乗せる作業をしていた。専用クランプによる1

点づりでレールのつり上げを開始したところ、クランプからレールが外れ

てレールの下にいた被災者の身体にあたり死亡した。

372 4

300

～

499

2008 1

18

～

19

被災者は、修繕船の船底の鋼製外板をガス溶断により取り外しを行う作業

をしていた。取り外していた船底外板が身体を強打して死亡した。
418 4

100

～

299

2008 11

16

～

17

建造中の貨物運搬用船舶の船首部のカーゴホールド下部にあるバラストタ

ンク（BT）内壁の吹き付けによる塗装作業を被災者含め5名で行ってい

た。その際、タンク内で爆発が発生し、被災者が死亡、他、1名が負傷し

た。

513 14 1～9

2008 8

13

～

14

事業場内において、塔形ジブクレーン（つり上げ荷重311t）の主巻用ワイ

ヤロープ（直径50mm）2本の交換作業中、フォークリフトで引っ張って

いたリードワイヤロープ（直径12mm、主巻用ワイヤーと接続していたワ

イヤー）2本がフォークリフトから外れたため、主巻用ワイヤロープがジ

ブ先端から滑り落ちてジブの下でワイヤロープのたるみ確認を行っていた

被災者がワイヤロープの下敷きとなり死亡した。

379 4
30～

49



2008 12

7

～

8

被災者は、構内の事務所でタイムカードを押し、被災者の作業場所である

組立工場へ行くため構内の道路（幅約8.8m）上を歩いていた。その際事

務所から約100m北側の工場と工場の間のコーナーで、被災者の後方から

荷を積んで前進して来たフォークリフトの前輪にひかれ死亡した。

222 6

100

～

299

2008 1

10

～

11

船体ブロックの小組み作業で、クレーンで運搬してきた部材(長さ

3.33m、高さ2.45m、幅0.9m)からつり具を外したところ、部材が倒れて

部材同士の間にはさまれ、死亡した。

521 5
10～

29

2008 6

9

～

10

建造船の甲板上において、約3tのアンカー用のチェーンの取り付けを行う

ため、クレーンでチェーンを玉掛ワイヤロープで2点づりして巻き上げ装

置に設置する作業をしていた。巻き上げ装置のギア部の所定位置にチェー

ンが噛み合っていなかったので、再度、位置あわせをするためにチェーン

を持ち上げようとクレーンで巻き上げたとき、ギア部にチェーンが引っ掛

かり、玉掛ワイヤロープの1本が切断してチェーンが被災者に落下した。

372 4

100

～

299

2008 9

8

～

9

ドック内のブロック組立定盤で番船の船首部ブロック組立作業を行ってい

たところ、高さ4.82mから墜落して死亡した。
418 1 1～9

2009 9

9

～

10

浮きドッグでの定修後の船の出渠作業中、船尾側をタグボートで牽引しな

がら、船首両舷各2基のボラードとドッグ両舷の台車を繋ぐ係留索を解こ

うとしていた際、右舷前方のボラードに係留索が締まりついたため、被災

者が解こうとして索を持ち上げたところ、一気に解けて持っていた索に

引っ張られ、転倒、甲板に激突し被災した。病院搬送後に意識を消失、手

術を受けたが回復せず、後日死亡した。

379 3
10～

29

2009 11

13

～

14

進水式に使用する際の搬出路の上に、船舶を乗せる台（固定の搬出路に仮

設の架台を二段重ねしたもの、総重量8.9t）を設置するため、18tの移動

式クレーンで当該架台の四箇所の取付金具にフックを掛け、地切りしてつ

り上げた。その後、設置箇所の方向に旋回した際に架台の片方の取付金具

の溶接部分が外れて落下したため上部の架台が横転し、付近にいた玉掛け

者が架台にはさまれ、転倒した弾みで身体を強打し死亡した。

379 4

300

～

499



2009 8

17

～

18

被災者とクレーン運転士の2人がトレーラーに3段重ねで積んできたパレッ

ト（パレット1個あたり自重1.3t）を降ろすため、片脚橋型クレーン（定

格荷重5t＋5t）のフックにつり下げたつり具（天秤）にチェーンスリング

を取付後、被災者がパレット最上段に立ちクレーンを待っていたとき、

チェーンスリングがパレットに掛かりパレットが移動したため、被災者が

バランスを崩し荷台に落下して移動したパレットにはさまれた。

211 7

1001

～

9999

2009 3

13

～

14

機関室において、船尾管のボーリング作業中、被災者はボーリングバー

（ボーリング用の回転軸）の回転を停止させるため、操作スイッチボック

ス設置箇所まで移動していた。被災者がボーリングバー横（隙間約

50cm）を通り抜けようとしたとき、ボーリングバー装着用のチェーンブ

ロックのハンドチェーンが被災者とボーリングバーに巻き付き、被災者は

ハンドチェーンで締め付けられて死亡した。

121 7
300

～

2009 1

10

～

11

被災者が、船体ブロックの部材（重量約900kg）を玉掛け及びリモコンに

よるクレーン操作を行い、この部材をつり上げて反転させようとしたとこ

ろ、一本つりしていたつりクランプが外れて、この部材が落下し被災者に

激突した。

372 4 1～9

2009 4

13

～

14

船体ブロック用の部材をクレーンを使用してつり上げていたところ、つり

チェーンが切断して部材が落下した。部材は落下したあと被災者に向けて

転倒し、被災者は部材にはさまれた。

372 4
10～

29

2009 12

13

～

14

東岸壁に係留している30万tオイルタンカーの右舷側に設置していた排水

パイプ（150A）を抜くため、つり上げ荷重73.7tジブクレーンで3人が乗

り込んだ搭乗設備（つり足場）をつり上げて作業を開始し、2本目を抜く

ためバラストラインの船外排出弁（750A）から排出されている海水の下

をくぐろうとした際に海水が搭乗設備に当たり回転し、船に当たった時に

海面に墜落し、被災した。

411 10
10～

29

2009 8

19

～

造船所ブラスト・塗装工場において、船体ブロックの塗装作業で、二次下

請の作業者が船体ブロック内の作業を行っていたところ、塗装していた有

機溶剤の高濃度の蒸気を吸入し死亡した。作業者はエアラインマスクを着
514 12

10～

29



20
用し使用していた。

2009 9

13

～

14

艦艇の燃料タンク（5m×5m×8m）内の清掃作業のため、燃料タンク内

に入り準備作業を同僚と2人で行っていたところ、タンク壁に設けられた

犬走り（幅2、3m）の開口部（直径1.5m）から4m下まで墜落した。

414 1
10～

29

2009 1

9

～

10

被災者は、岸壁から海面にある建造中の船へ乗り込むために設置された渡

り桟橋（高さ10m、長さ30m、勾配18度、自重6t）を通行していたとこ

ろ、桟橋上部の船体に掛けていたフック箇所と桟橋を固定していた4本の

ボルトが切断したため、桟橋とともに墜落した。なお、本災害において、

死亡者3人以外に23人が被災した。

413 1 1～9

2009 1

9

～

10

被災者は、岸壁から海面にある建造中の船へ乗り込むために設置された渡

り桟橋（高さ10m、長さ30m、勾配18度、自重6t）を通行していたとこ

ろ、桟橋上部の船体に掛けていたフック箇所と桟橋を固定していた4本の

ボルトが切断したため、桟橋とともに墜落した。なお、本災害において、

死亡者3人以外に23人が被災した。

413 1
10～

29

2009 1

9

～

10

被災者は、岸壁から海面にある建造中の船へ乗り込むために設置された渡

り桟橋（高さ10m、長さ30m、勾配18度、自重6t）を通行していたとこ

ろ、桟橋上部の船体に掛けていたフック箇所と桟橋を固定していた4本の

ボルトが切断したため、桟橋とともに墜落した。なお、本災害において、

死亡者3人以外に23人が被災した。

413 1
50～

99

2009 9

17

～

18

120t天井クレーンの玉掛け用具（つりビーム重量5t）を盤木の上に置き、

ワイヤロープ等を取り外す作業を行っていたところ、玉掛け用具が倒れて

作業者が下敷きとなった。

372 5
10～

29

2010 1

22

～

23

ＮＣ切断機の切断トーチのセンタリング調整作業中、作動テストのため切

断トーチの付近の設けられている起動スイッチを押したところ、ＮＣ切断

機のプログラムが調整作業のモードではなく通常のモードであったため、

突然、ＮＣ切断機が走行するとともに、切断トーチが横行し、当該切断機

の本体と、定盤に置かれていた鋼製の板との間に挟まれたものである。

159 7
50～

99



2010 1

9

～

10

鋼船（１８００ｔ）を製造する作業場において、船首左舷側付近に船名を

取り付けるためのマーキング作業を行っていたところ、船体壁面から足場

までの間隔が約１ｍあり、作業中に７．３ｍ下のコンクリート面上へ墜落

した。足場の船体側に手すりが無く、安全帯を使用していなかった。

411 1
10～

29

2010 2

16

～

17

進水後、造船所内の岸壁に係留中の艤装中船舶において左舷ボートダビッ

ト（船橋横の救命艇ハンガー）で塗装の準備作業を行っていた労働者が約

２０ｍ下の岸壁に墜落した後、さらに船舶と岸壁の間の水面へ転落した。

239 1
30～

49

2010 6

13

～

14

被災者が、下請作業員１名とともに、船体ブロック（幅約２ｍ、長さ約１

０ｍ、７ｔ）をジブクレーン（４０ｔ吊り）にて吊り上げ、反転作業を

行っていたところ、吊り上げていた同船体ブロックの仮止め溶接した吊り

ピースが破断し、同船体ブロックが落下、落下地点に置いてあった鉄板鋼

材（補強材）が跳ね飛ばされ被災者を直撃したもの。船体ブロックは、片

方を溶接で２か所ピースを取り付け、もう一方をクランプで２か所保持し

て吊り上げていた。仮止め溶接が不十分であったとみられる。

418 4
10～

29

2010 6

9

～

10

新造タンカーのブロック継手をカーゴオイルタンク内から溶接するため、

デッキ上のマンホールから本設の昇降タラップを使用して下降中に、高さ

約２５ｍの地点から船底に墜落した。

413 1

1001

～

9999

2010 8

16

～

17

船体ブロックを組み立てるため、アーク溶接機を使用し仮付け溶接作業

中、右手に溶接ホルダーを、左手に溶接ホルダーを挟んだ溶接棒を握った

状態で倒れているのを同僚から発見された。被災者には左側胸部及び左側

上腕内部に電流班が認められた。

332 13 1～9

2010 8

8

～

9

事業場所有の倉庫において、被災者と作業員１名が倉庫内に保管していた

鉄パイプ（１本）をクレーンで吊り上げたところ、作業場付近に積まれた

鉄パイプの束のバランスが崩れ、重さ１．３ｔの束が被災者の方向に崩れ

落ちたもの。

611 5
10～

29

13

船台のそばにある走行式ジブクレーン（つり上げ荷重１５７．５ｔ）の走

行レール脇で、同船台の下部で使用する消火用ホースと消火栓ホースの接

続部の補修作業中、被災者の背後から接近してきた当該クレーンの走行車 30～



2010 9 ～

14
輪フレームが当たり、クレーンと架台との間にはさまれ、目撃した労働者

が救助を試みたが救出できず、クレーン通過後非常停止させた。なお、被

災者はクレーン運転室から見て後方に位置していた。

211 6
49

2010 10

9

～

10

ファイナルドックと呼称される作業で、入渠中の新造船の船倉に取り付け

られた総高さ１３．６ｍのバーチカルラダー（垂直はしご）の何れかの付

近から墜落したもの（推定）。

413 1

100

～

299

2010 11

9

～

10

修繕ドック内において、ドックゲートの解体作業中、解体中のドックゲー

ト上部と修繕ドック上部との間に掛け渡していたタラップ（長さ約４ｍ）

が、固定していたロープを被災者が外したために滑り落ち、タラップ上に

いた被災者が、タラップとともに約５ｍ墜落した。

413 1
10～

29

2010 12

14

～

15

艤装船セカンドデッキ部に数ヵ所あるハッチの周囲に仮設していた手摺り

を以前に溶断撤去していた個所において、被災者はグラインダーにより

ハッチの仮設手すりを取り除いた部分の研磨仕上げを行うため、セカンド

デッキにてグラインダーを探していたところ、１ヵ所開口部（約１５．３

ｍ×３．４ｍ）となっていて手すりなどがなかったハッチから約７．４ｍ

下のホールドに墜落した。

414 1
10～

29

2010 12

9

～

10

フォークリフトを使用して、造作中の船体に資材を運び入れる作業を行っ

ていた。３００ｔ橋形クレーンが接近していたことに気づき、あわてて

フォークリフトを移動させようとしたが間に合わず、クレーンの接触によ

りフォークリフトの運転手（被災者）は地面に投げだされ、その直後、

フォークリフトが横転、被災者がその下敷きになったもの。作業箇所はク

レーンの走行レール沿いに設けられた立ち入り禁止区域であった。

222 6 1～9

2010 12

13

～

14

土砂運搬船の改造において発生した金属スクラップをジブクレーンを用い

てトラックに積み込む作業を労働者４名で行っていた。被災者は、同僚と

２名で金属スクラップにクランプ２箇所で玉掛けを行い、ジブクレーンを

巻き上げたところ、吊り荷が他のスクラップ等に掛かった状態で巻き上げ

たことから、当該荷の掛かりが外れ、荷が振れて被災者に激突し、トラッ

211 6
30～

49



クとの間にはさまれた。

2011 4

12

～

13

０９２ 労働者５名で市内のボートヤードにおいて、架台上の屋形船の修

理を行っていたところ、被災者が地面で倒れているところを発見されたも

の。死因は外傷性クモ膜下出血。

239 1
10～

29

2011 6

22

～

23

被災者が建造ドッグにて建造中のブロックの取り付け作業を終え、協力会

社の共有事務所内のロッカー室に帰る途中、工事中の水路に転落したも

の。

417 10
50～

99

2011 5

13

～

14

修繕中のコンテナ船の船首において、甲板に設置されているハッチの内面

に取っ手をつけるため、ハッチに入ってアーク溶接作業を行った際、下部

の船倉が爆発し、上空に吹き飛ばされ、隣接する船倉の底に落下し死亡し

た。

512 14 1～9

2011 2

9

～

10

乾船渠の水密性扉（扉船）の浮き具合が悪くなったため、扉の空気槽への

海水の漏水状況を確認するため槽内に入槽していた被災者が、槽内に漏水

し滞留した海水中に落下し溺死したもの。

714 12
10～

29

2011 8

18

～

19

ドック内の自動車運搬船にあるウォーターバラストタンク内で、当日の作

業を終了した被災者が、船外へ向かうため作業場所を出て船内を通行中、

通路上の送風機に接触し、送風機が漏電していたため感電死したもの。

391 13
300

～

2011 8

16

～

17

加工工場にあるショットブラストのショット玉を運搬するベルトが切断し

たので、被災者は修理の段取りを行うため、ショットブラスト本体下部の

カバーを開ける作業をピット内で行っていた。被災者が電動グラインダー

でカバー横のナットを１本切断した後、２本目を切断しようと歯を交換し

グラインダーを左手に持ったところ、グラインダー本体が漏電していたた

め感電し、死亡したもの。

153 13
10～

29

2011 7

13

～

14

被災者は、一人で定格荷重４．８ｔの床上操作式クレーンを使用して、鋼

板（縦２．５ｍ、横２．１ｍ、厚さ１７ｍｍ、１枚の重量４１０ｋｇ）２

枚を重ねた状態でハッカーにより２点吊りの状態でつり上げて移動中に、

落下した鋼板が足に当たり、転倒した際に保護帽が横に置かれた鉄材に当

たり脱げ、床で頭部を強打したものと推定され、同日死亡したもの。

521 2

100

～

299



2011 12

11

～

12

岸壁に係留している新造船のＷＢＴ（ウォーターバラストタンク：海水を

入れて船のバランスを取るタンク）内の塗装（スプレーガンによる吹き付

け）作業をしていたところ、被災者が血を流して倒れているところを同僚

が発見した。被災者が使用していたスプレーガンは、高さ約２．６ｍの位

置にある船舶構造物（奥行約６０ｃｍの作業床）に置かれていた。目撃者

はいない。

418 1
30～

49

2011 1

9

～

10

スクラップ材を積載した鉄製箱（長さ２．５ｍ、幅１．１ｍ、高さ０．７

ｍ、重量４１０ｋｇ）の４点にチェーンを玉掛けし、橋形クレーンにて吊

り上げ、トラック荷台に下ろした後、玉掛け位置を鉄製箱の片側の脚２点

に変更し、鉄製箱を立たせた状態で吊り上げ、スクラップを荷台に投入し

た。その後、鉄製箱を立たせた状態のまま、地上に下ろした後、鉄製箱が

転倒し、クレーン操作者が下敷きになった。

372 5
300

～

2011 5

13

～

14

船体ブロックのブラスト作業を行うための足場組立をしていた被災者が、

足場３段目から約８．４メートル下のコンクリート地面に墜落したもので

ある。災害発生後、療養中であったが６月２５日に死亡した。

411 1
10～

29

2011 10

15

～

16

ドック内で建造していたケミカルタンカーにおいて、被災者が当該ケミカ

ルタンカーの船底の水タンクに通じるマンホール付近で作業を行っていた

ところ、水タンク内で爆発。被災者は、火傷を負い、平成２３年１１月９

日午後１１時頃死亡したもの。当該水タンクは、災害発生日前日の午後７

時３０分頃まで有機溶剤を使用した塗装作業が行われていた。

513 14
10～

29

2011 8

15

～

16

造船所において、被災者が船体ブロックの一部となる鉄骨材に鋼板（約７

８０キログラム）を仮付け溶接する作業等を行っていたところ、当該鋼板

に落下防止措置を講じていなかったため、鋼板が高さ約１６５センチメー

トルの位置から倒れ落ち、被災者の頭部を直撃したもの。

521 4
30～

49

2011 3

0

～

1

被災者は、工場内で平鋼切断ロボットによる加工が終了した鋼板１２枚

を、２クラブ２フック式天井クレーンを用いて仮置き場に移動させる作業

を行うため、当該鋼板の片側に玉掛けし、次にもう片側に玉掛けしようと

していたところ、当該天井クレーンが走行し、同鋼板が天井クレーンに引

211 7
300

～



きずられ、移動してきた鋼板とＮＣ架台の間に挟まれたものである。

2011 3

8

～

9

船体の船底部組立作業において、被災者はストッパー間に立てたトランス

ブラケットに発生したひずみをガスで調整する作業を行っていたところ、

トランスブラケットが倒れ、被災者の頭部を直撃したもの。

419 6
300

～

2012 7

11

～

12

船内でガス溶接機を使用して配管の溶断作業を行っていたところ、突然

「ボン」と言う爆発音とともに煙が船内からあがり、船内で作業を行って

いた3名の労働者が被災した。なお、当該船舶は土砂運搬船であり、土砂

投入口は開閉式となっており、この開閉は油圧式であった。また、配管は

船内に設置されており、作動油を通すものであり、配管を取り外すため

に、フランジを固定するボルトを溶断するためガス溶接機が使用されてい

た。

331 14
10～

29

2012 7

11

～

12

船内でガス溶接機を使用して配管の溶断作業を行っていたところ、突然

「ボン」と言う爆発音とともに煙が船内からあがり、船内で作業を行って

いた4名の労働者が被災した。なお、当該船舶は土砂運搬船であり、土砂

投入口は開閉式となっており、この開閉は油圧式であった。また、配管は

船内に設置されており、作動油を通すものであり、配管を取り外すため

に、フランジを固定するボルトを溶断するためガス溶接機が使用されてい

た。

331 14
10～

29

2012 7

11

～

12

船内でガス溶接機を使用して配管の溶断作業を行っていたところ、突然

「ボン」と言う爆発音とともに煙が船内からあがり、船内で作業を行って

いた5名の労働者が被災した。なお、当該船舶は土砂運搬船であり、土砂

投入口は開閉式となっており、この開閉は油圧式であった。また、配管は

船内に設置されており、作動油を通すものであり、配管を取り外すため

に、フランジを固定するボルトを溶断するためガス溶接機が使用されてい

た。

331 14
10～

29

14

船舶の修繕作業における高圧スプレーを用いての洗浄作業（古い塗装を剥

がす作業）において、被災者は船底部分の作業を終え、次にドッグ内に置

かれていた重さ約5ｔの錨を洗浄していたところ錨が倒れてきて、頭部を 10～



2012 1 ～

15
錨のアーム部分と地面に挟まれて死亡した。なお、錨は船舶から外されて

おり、約60度の角度で木製パレットの上に立てられていたが、ワイヤー等

で固定されてはいなかった。

391 5
29

2012 12

11

～

12

船の修理時に使用する船台の床面張り替え作業を行うため、被災者はジブ

クレーンを使用して、無線操作により材料である鉄板の端をクランプ1個

で挟みつり上げていたところ、クランプから鉄板が外れ、鉄板の近くにい

た被災者に落下し、地面と鉄板の間に挟まれた。

372 4 1～9

2012 8

16

～

17

船舶の補修等を行うための潜水要員を育成するため、水深15mの海で新人

と教官である被災者が潜水訓練を行っていた際、水没、行方不明になり、

捜索数日後に海底で遺体が発見された。なお、発見時は空気ボンベを外し

た状態であった。

713 10
300

～

2012 8

10

～

11

建造中の船舶において、被災者はスポットクーラー（定格電圧200V）の

修理作業を行っていたが、当該クーラーと電源とをつないでいたキャブタ

イヤケーブルを外そうとした際、右手がケーブルの充電部分に接触したこ

とにより感電し、死亡した。

351 13 1～9

2012 9

8

～

9

製造所の新造船内において、船倉内の工事孔の閉鎖準備作業中、被災者

が、ロー・スツールと呼ばれる船倉と船倉の間の空間を移動していたとこ

ろ、床面に設置されていたバラストタンクへ通じるマンホールの開口部

（楕円状60cm×40cm）から墜落し、頸椎を損傷した。

414 1
10～

29

2012 11

8

～

9

被災者は岸壁通路において、トレーラ（最大積載荷重24.5t）の荷台から

荷のロンジ（船体ブロックの材料）を当該岸壁上にあるパレット内に降ろ

す作業を行うため、300ｔジブクレーンのフック下に吊り付けた吊りビー

ム（通称天秤と呼ばれる、長い荷を吊る為の吊具）の玉掛け用具（ワイヤ

ロープとチェーンで構成）の掛け位置の変更作業中、乗っていた荷のロン

ジから持っていた玉掛け用具と共に2.4m下の岸壁通路に墜落した。

221 1
30～

49

2012 7

8

～

被災者はフォークリフトに取り付けたられた作業台で船体の外板塗装作業

を行っていたところ、フォークリフトがバランスを崩して横転、その衝撃 222 2 1～9



9 で被災者も作業台から投げ出され、地面に体を強打して死亡した。

2012 3

9

～

10

工場内において、天井クレーン2基を用いてハッチカバーを相吊りする方

法で反転させる作業を行っていたところ、当該ハッチカバーの端部が所定

の荷受架台にセットできないため、被災者の合図で地切りしたところ、荷

が振れ、荷の横にいた被災者が別のハッチカバーとの間に挟まれた。

521 7 1～9

2012 10

9

～

10

船体ブロックの組立作業中、センターガーダー（中心骨材、重量約1.5

ｔ）を溶接する準備のため、ピースを溶接取付けし、油圧ジャッキにより

センターガーダーを船体ブロックの壁面に押し付けていたところ、セン

ターガーダーが作業中の被災者の方向へ倒れ、被災者はセンターガーダー

の下敷きとなった。

419 5
10～

29

2012 9

7

～

8

被災者はドック外の地上部分に設置されている水道管蛇口にホースを接続

して、ドック内渠底で当該ホースを使用して船体の水洗作業を行ってい

た。船体水洗場所の移動に伴いホース接続場所も移動するため、ホースを

蛇口から外し渠底まで下し、ホースを移動後、ホース引き上げ用のロープ

を被災者が渠底へ投げたが、ドック内側の犬走りの手すりにロープが乗

り、同人が水道管等を乗り越え、足でロープを蹴落とそうとして滑り渠底

へ墜落した。

418 1
10～

29

2012 5

4

～

5

被災者は鋼管4本（直径60cm、長さ6ｍの鋼管が2本、直径1ｍ、長さ6ｍ

の鋼管が2本）の錆落とし作業を行うため、同径の鋼管2本ずつを直列に並

べ、内部に自動ブラスト機をセットし、鋼管内面の錆落としを行っていた

ところ、直径60cmの鋼管内部で、衣服の胸元にブラスト機の先端が入り

込んだ状態で横たわっていた状態で発見された。

159 7
300

～

2012 11

8

～

9

建造中の船倉内において、塗装後の換気のためフレキシブルダクトを設置

していた被災者は、船倉中段の作業床の端から約10m下に墜落し、死亡し

た。

416 1 1～9

2012 10

14

～

15

被災者は建造船バラストタンク内の架設照明器具撤去作業中、最上階の梯

子（角度75度）を昇る際に転落し、下部プラットフォームを乗り越え、同

プラットフォームから約6ｍ下へ墜落、死亡した。

413 1
30～

49



2013 6

14

～

15

船の清掃作業中、船体上部に堆積した鉄粉をエアーで飛ばす作業を行うた

め、エアホースを操舵室の上に引き上げようとした被災者は、高さ約２ｍ

下の船舷に付いていたタイヤ上に墜落し、タイヤで弾んだ後、さらに３ｍ

下方の地面に墜落した。尚、保護帽は着用していたが、安全帯は未着用、

墜落防止の措置はなかった。

418 1
10～

29

2013 1

9

～

10

橋型クレーンの操作中、突然被災者が前のめりに倒れ、その際床にあった

棒状の鉄板端材が顔面から突き刺さった。
417 2

10～

29

2013 10

10

～

11

被災者は、構内の設備の塗装作業終了後、軽トラックを使用し部材を片付

け、構内の所定場所に軽トラックを戻そうと一人で運転中、何らかの理由

で運転が困難な状態になり減速することなく工場の柱に激突した。災害発

生直後、車は傾いたままタイヤが回転した状態で止まっており、被災者が

ブレーキを踏んだ形跡は認められなかった。

221 3
30～

49

2013 4

16

～

17

船体ブロック上で、外板から張り出した吊ピース（船体ブロックの反転に

使用するもので重量１９５ｋｇ）を同僚と切断中、被災者は、外板から内

側に２ｍ離れたデッキ上で、吊ピースの穴にエステルロープを掛けてデッ

キ上に引き込もうとしていた。同僚が吊ピースを切断したところ吊ピース

は落下し、同時にロープを被災者が掴んでいたため、船体ブロックの外板

の墜落防止柵の間から、被災者は吊ピースとともに９．５ｍ下の定盤上に

墜落した。

418 1 1～9

2013 4

11

～

12

自社工場内で溶接機（重量１００ｋｇ）を天井クレーン（つり上げ荷重

２．８ｔ）で吊って移動中、床に置いてあった加工中の製品に接触し、玉

掛け用具（爪状フック）が外れ溶接機が落下。傍にいた操作者が、左大腿

部を負傷した。

372 4 1～9

2013 7

15

～

16

クレーン部品（重量３．１ｔ）の運搬作業を行っていた作業員が、当該部

品と搬送台車の荷台との間に、上半身を挟まれているところを発見され

た。被災者は、隣接する組立作業場に部品３台を搬送するため作業をして

おり、３台目を天井クレーンを使って吊り込んでいた際、部品の下敷きに

211 7

1000

～

9999



なった。

2013 7

14

～

15

ＬＮＧ船の配管の冷却試験中、１号タンク上部で監視業務に従事していた

被災者の携帯電話に、同僚から「紛失した工具を探してほしい。」旨の連

絡があった。被災者は付近を探していた。被災者と連絡が取れないので同

僚が不審に思い１号タンクに向かったところ、１号タンク上部に仮設され

たドームハウスの中でぐったりしている被災者を発見した。

714 12

1000

～

9999

2013 6

10

～

11

漁船の修理のため、船の陸揚げの際、船首部分の案内として使用した鋼製

の枠上に歩み板を設置して作業床とし、当該高さ３メートルの作業床上

で、船首部分に設置されている吊り金物のガス溶断作業を行っていた被災

者は、地上まで墜落した。

411 1
10～

29

2013 7

16

～

17

船内にて、ダクトの取り付け作業を行っていた被災者は、手足がふるえ歩

けない状態となり、冷房のきいた事務所内に運ばれ、水分補給後、休憩し

た。しばらく経過した後も、手足がふるえ歩けない状態であったため、救

急搬送したが、救急車の中で意識不明、心肺停止状態となり、熱中症によ

り死亡した。

715 11 1～9

2013 3

15

～

16

被災者は、４．８トンの天井クレーンを使用し、ルーバーと呼ばれる船舶

通気口の扉（約２５０ｋｇ）を吊り上げ近くの床に下ろしたところ、荷に

掛けていたフックが外れ、荷のそばで当該クレーンのペンダントスイッチ

を操作していた被災者に激突した。尚、作業は単独作業であり、被災者は

０．５トンのチェーンブロックを玉掛け用具として使用していた。

372 6
10～

29

2013 5

14

～

15

被災者は、新造船の船尾デッキ上で作業していたところ、高さ約８メート

ル下の砂地に墜落した。
418 1

30～

49

2014 11

9

～

10

ミキサー車がジブクレーン軌道間の通路を後退中、同通路を歩行していた

被災者が轢かれた。
221 7

10～

29

10 造船所内にて、船の外周に組み立てられた、わく組足場の解体作業中、高
10～



2014 8 ～

11

さ７．２メートルの作業床から１層下の３層目の作業床、次いで地面に墜

落した。

416 1
29

2014 7

10

～

11

台船上にて、フロート内部を吹き付け塗装中、内部に気化し充満した引火

性の蒸気に引火し、爆発。フロート内部にいた被災者は、爆発により台船

上に約１０ｍメートルほど吹き飛ばされ、死亡した。

512 14 1～9

2014 6

12

～

13

建造中のケミカルタンカーの船首側の船底にて、被災者が作業を行ってい

たところ、作業服に引火し、死亡した。
911 16 1～9

2014 4

13

～

14

造船所内に船舶を停留させ、点検及び定期検査中、船舶内に設置されたク

ラムシェル上にて、被災者等がクラムシェルのブームに取り付けられてい

たフートピンを取り外し、フートピンを再度取り付けていた際、被災者は

バランスを崩し、作業床の端から約８．５ｍ下の船倉の底に墜落し、死亡

した。

239 1 1～9

2014 2

8

～

9

構内のドックサイドにて、ラジオ体操及び作業ミーティングを行った後、

ドック海側に設置された艤装桟橋に接岸した艤装船に移動するため、ドッ

クゲート上の通路を走行中、何らかの原因で転倒し、通路の手すりの間か

ら、ドック底（４．４ｍ）に墜落した。

417 1 1～9

2014 1

10

～

11

構内にて、自社所有の軽トラックでドライドックに向け走行中、場所を間

違えたことに気付き車輛の方向転換をしようとして、岸壁で車輛の頭を

振ったところ、運転操作を誤り、岸壁から海に転落した。運転者は自力で

脱出したが、同乗者が搬送先の病院で死亡した。

418 10
10～

29

2015 7

8

～

9

船体ブロック製造工場において、Ａは材料置場におかれた荷（１枚の鋼板

の上に約１１０枚の鋼板を重ねて乗せたもの）を、つりチェーンで玉掛け

し、Ｂはジブクレーンで当該荷を運搬する作業を行っていた。Ｂが荷をつ

り上げ、クレーンを走行させて運搬し、クレーンのジブを左方向に旋回さ

せながら荷を降下させた時、荷が高さ約１１ｍの位置から落下、下方で荷

の受入のため待機していた被災者Ｃの背部に鋼板が直撃し被災したもの。

611 4 1～9

土砂運搬船のバラストタンク内で油圧配管の取り外し作業を行っていた。



2015 5

0

～

1

配管は、フランジ間の約３ｍを交換する予定であり、フランジボルトをガ

ス溶断しているときに、突然火災が発生し、バラストタンク内で作業して

いた２名が被災した。ガス溶接装置のホースは、甲板から約１ｍ垂れ下

がった位置で切れていた。

331 16
50～

99

2015 8

23

～

24

平成２７年８月２８日からの、船舶エンジン整備作業のため、他の労働者

とともに仕事先事業所の宿泊施設２階に宿泊中、就寝後、トイレに行く途

中で階段から転落し頭を強打した。 物音に気づいた同僚が発見し、救急

車にて病院搬送され、緊急手術が行われたものの、８月３０日、脳挫傷に

より死亡した。

413 1 1～9

2015 7

15

～

16

被災者は、交流アーク溶接機を用いて屋外で組み立て中の船体ブロックの

手直し作業に従事していたところ、同僚が、当該船体ブロック上で溶接棒

と溶接棒ホルダーの上でうつぶせ状態で倒れていた被災者を発見したも

の。 作業場所は、上方、後方以外は、７５ｃｍ間隔の鋼板で覆われてい

た。被災者の、右肩と後頭部に電撃痕が認められており、死因は、感電死

であった。

332 13
10～

29

2015 9

13

～

14

造船工場において、部材を仮止めしている船舶部材（６００ｋｇ）を本溶

接するためにつり上げ能力２．８ｔの天井クレーンを用い吊り上げ、約

１．５ｍ移動させ当該部品を下ろそうとしたところ、当該部品が吊ってい

たクランプから外れ、近くで作業をしていた被災者に激突したもの。

521 6 1～9

2015 5

0

～

1

土砂運搬船のバラストタンク内で油圧配管の取り外し作業を行っていた。

配管は、フランジ間の約３ｍを交換する予定であり、フランジボルトをガ

ス溶断しているときに、突然火災が発生し、バラストタンク内で作業して

いた２名が被災した。ガス溶接装置のホースは、甲板から約１ｍ垂れ下

がった位置で切れていた。

331 16
50～

99

2015 2

11

～

12

造船所構内にて、船体ブロック両側面の傾斜部（高さ約２メートルの位

置）に掛け渡す形で乗せていた補強鋼材（長さ約８メートル、重さ約１．

６６トン）が滑り落ち、近くで溶接作業を行っていた被災者の上半身に当

たり、死亡したもの。

521 4 1～9



2015 8

13

～

14

船体ブロック組立て作業中、被災者がブロック側壁の窓枠部分から身を乗

り出して、当該側壁を支えているレバーブロックを巻こうとしたところ、

当該側壁とともに倒れ、隣接するブロックとの間で顔面及び頭部を強打

し、脳挫傷により即死したもの。

521 5
10～

29

2015 1

13

～

14

サイドフォークリフトを使用して鋼管製はしご（足場部材）の束を運搬

中、はしごの束が崩れ、被災者に激突した。
611 5 1～9

2015 1

9

～

10

造船会社第１号ドックにおいて、修繕船のショットブラス補助作業を行っ

ていた被災者が、ドックサイドに固縛していたブラストホースを解き、移

動させようとしていたところ、約９メートル下のドック底部に転落したも

の。 傷病名は、重症頭部外傷

418 1 1～9

2016 11

16

～

17

コンテナ船のホールド内で高所作業車に乗って溶接作業中、何らかの原因

によって作業服に着火して燃え、被災した。
332 11

30～

49

2016 10

7

～

8

午前６時から、被災者らは船の中間検査のための入渠作業に従事していた

ところ、午前７時前に一旦入渠のために開けたゲートが船の方に近づいて

きたため、被災者がゲートを調整するロープを固定し直しに行き引っ張っ

たところ、結びつけるピットが折れ曲がり、その勢いで後ろに倒れた際側

にあった岩に後頭部を打ちつけ脳挫傷により死亡した。

391 19 1～9

2016 9

10

～

11

建造中の船のアッパーデッキからドックの底部床コンクリートに墜落し即

死した。
418 1 1～9

2016 9

14

～

15

労働者が、外板シームをガウジングするため、高所作業車に乗り作業床を

旋回させていたところ、上部旋回体が船台の作業ヤードに設置された墜落

防止用の手すりに接触し、手すりが破断。破断した手すりの先端が上部旋

回体に引っ掛かったため、労働者がそれを引き抜いていた際にバランスを

崩し、３ｍ６０ｃｍの高さから船台に墜落した。

418 1
10～

29



2016 7

9

～

10

被災者は、自社工場の外壁のトタン板を取り外すため、ポスト形ジブク

レーン（つり上げ荷重１５．６ｔ）の補巻用フック（定格荷重２ｔ）に鋼

製の搭乗設備（重量９５６ｋｇ）を掛け、当該搭乗設備に一人で搭乗し、

無線操作でクレーンを運転して地上８メートルまで巻上げた位置で止め、

外壁のトタン板を取り外していたところ、補巻用ワイヤロープが突然切断

したため、搭乗設備と共に高さ８メートルから地上に墜落し、被災した。

211 1 1～9

2016 4

11

～

12

桟橋に台船、取引先船舶の順に係留されていた。被災者は、ロープで取引

先船舶を係留しようと桟橋の支柱を伝い降り台船に乗ろうと台船に足を掛

けたところ、強風と波により台船が桟橋から離れたため、足を踏み外し台

船外側に取付された緩衝材の上に落ちた。この時、強風と波により台船が

桟橋の支柱方向に戻って来て被災者は桟橋の支柱と台船の間に挟まれた。

239 7
10～

29

2016 3

17

～

18

修繕船のスクリューの溶接補修作業を出張で行っていた被災者は、作業終

了後、使用した溶接機・工具等を渠底から運び出すため、造船所の１２ｔ

ジブクレーンのオペレータに運搬を依頼、当該渠底から荷卸先のトラック

に移動すべく、船渠中央部にある昇降階段を通り、船渠サイドに上がった

直後、荷を吊り走行してきた当該ジブクレーンのサドルに接触、サドルと

船渠サイドの手すりとの間にはさまれ死亡した。

211 7
30～

49

2017 7

16

～

17

コンテナ船内で高所作業車を用いて塗装作業中の作業者が、高所作業車ご

と５ｍ下のホールド内に転落し、被災した。
146 1

10～

29

2017 5

14

～

15

船舶に取り付けられた温水加熱器について、容器（タンク）の側板の外周

が腐食し、そこから水漏れしていたので、溶接にて補修する必要があっ

た。溶接前の準備作業として、容器内に残っていた水を排出するため、圧

縮空気（約０．４７ＭＰａ）を挿入して、容器内の水を排出中に、突然、

側板が破裂し、側板の前方で排出状況を確認していた被災者の頭部に激突

した。

319 15

300

～

499

10

下請業者の外国人造船就労者が、台船（長さ４５ｍ、幅１５ｍ、高さ２．

５ｍ）の点検整備作業において、船内の浸水、浸水状況を確認するため、



2017 4 ～

11

マンホールから船内に入ったところ倒れ、救助に入った別の下請業者の技

能実習生も倒れた。外国人造船就労者は翌日に亡くなった。消防到着時

（午前１０時４０分頃）に測定した船内の酸素濃度は、６％であった。

714 12 1～9

2017 4

14

～

15

会社の構内（屋外）にて定盤とフラットバーを固定しているボルトを外す

ため、ボルトカバーに付着していたノロ（溶断時に発生した溶断屑）をガ

ス溶断していたところ、火の粉が衣服に付着し引火し、３度の熱傷を負

い、死亡した。

331 16
10～

29

2017 2

10

～

11

工場に設置された天井クレーン（吊上荷重６．１ｔ）の点検作業におい

て、被災者と同僚労働者の２名はクレーンガーダーに備えた歩道上で作業

を行っていた。作動試験においてクレーンを走行させるため、歩道上の２

名に座るよう指示しクレーンを走行させていたところ、被災者が何らかの

理由で立ち上がり、工場建屋の梁とクレーン設備（制御盤）との間に頭部

を挟まれ死亡した。

211 7
50～

99

2017 2

8

～

9

台船の外板の亀裂箇所のアーク溶接作業を行っていたところ、アークが作

業着の袖へ燃え移り右腕から胸、側頭部に火傷（熱傷面積３７％の重傷熱

傷）を負った。被災者は、救急車で病院へ搬送された後に死亡した。

332 11 1～9

2017 1

8

～

9

建造中の船舶甲板に移動するために外部昇降路に設置された屋外エスカ

レーターに被災者が乗ったところ、プラスチック製の踏板（ステップ）が

壊れ、エスカレーター内部に転落。被災者の体が床下フレームと後続の踏

板に挟まれた。被災者が挟まれた状態でエスカレーターが動き続けていた

ところを発見され、３時間後に救出されたが病院で死亡が確認された。

229 7

1000

～

9999

2018 12

18

～

19

現場で負傷した労働者を乗せた救急車が、自動車道を走行中、道を譲った

トラックを追い越す際、路肩に寄せていたトラックの右後部に追突した。

この事故で、救急車内で付き添っていた同僚の被災者が死亡し、同乗して

いた救急隊員３名とトラックの運転者が軽いけがを負った。

231 17
10～

29

2018 11

14

～

15

構内（屋外）を徒歩で移動中に、後方から来たフォークリフトの左前輪に

轢かれたもの。
222 6

30～

49



2018 10

16

～

17

被災者は、造船所構内のドッグで建造中のタンカー内において、船体の

デッキの組み立てを行うための吊り足場を架設作業中、高さ１７．７ｍの

船底に墜落し、同日死亡したもの。

411 1
30～

49

2018 10

10

～

11

構内下請事業場の労働者である被災者は、元請事業場内の船体ブロック組

立定盤において、ブロックの部材に対しアーク溶接作業を行っていた。災

害発生時、被災者の近くに置いていた錆止め塗料缶（有機溶剤含有）が倒

れて作業床上にこぼれたため、溶接の火花が引火し、被災者の作業着に燃

え移ったもの。被災者は、搬送先の病院で入院加療していたが、後日死亡

した。

512 16
10～

29

2018 9

8

～

9

被災者は、建造中の船のタンク内で、休憩と次の作業の段取り替えを行う

ため、甲板につながる垂直はしごを上っている途中、誤って垂直はしごの

安全ガード（背かご）のすき間（幅４０センチメートル）から約１８メー

トル下のタンクの床面に墜落したもの。

371 1 1～9

2018 8

8

～

9

エンジンケーシング組立中、後部壁面に設置されるモノレールクレーンの

メンテナンス用ステージの取付作業中に発生した。ステージ上の垂直梯子

の部材を移動させるためステージの手すりに安全帯を繋ぎ、部材に吊り具

を取付け、クレーン運転士に巻き上げ合図を送り、吊り上げたところ、部

材から突き出た取付用ステーがステージの手すりに引っ掛かってステージ

が持上がり、被災者と共に１３メートル下の定盤上に墜落した。

211 1 1～9

2018 7

8

～

9

天井クレーンで鉄板（２９０ｃｍ×１１８５ｃｍ×０．９ｃｍ）２枚（合

計重量約４．８ｔ）を吊ビームを用いて、玉掛けワイヤロープを介して６

点のハッカーで吊台車に置こうとしたが、当該台車にパレットが置いて

あったので、パレットを移動させるためクレーンを一旦止めた。この時、

両端のハッカーが外れて鉄板が落下し、鉄板の下を通行していた被災者が

下敷きになった。

372 4
10～

29

2018 7

16

～

造船所構内の内作工場で、１５ｔ天井クレーンで船の壁材（鉄板）を吊っ

て運搬中、吊っていた壁材を一旦、着地させた際、クランプが外れ倒れた

壁材の下敷きになり死亡した。壁材は、３．３５ｍ×２．６５ｍ×厚さ６ 372 6

100

～



17 ｍｍ（重さ４３６キログラム）でクランプによる１点吊りにより、被災者

が無線操作により当該クレーンを操作していた。

299

2018 7

12

～

13

造船所内において、船体ブロックの溶接作業を行っていた被災者が近接す

る橋形ホイストクレーンの脚部のところで、ひかれているのが発見され、

病院に搬送するも、死亡が確認された。

211 7
10～

29

2018 6

10

～

11

艤装船の内部で、他の労働者が行う配管のアーク溶接作業中、補助作業を

していた被災者が倒れ、救急車で病院に搬送されたが当日死亡した。
332 13 1～9

2018 4

8

～

9

造船場の事業所第２組立工場内において、被災者は配材・取付作業の準備

のため、鋼板搬送用のローラコンベアを始動（下降）させた後、運転中の

コンベアを横断していたところ、ローラコンベアと地面との間に頭部を挟

まれ死亡したものである。

224 7 1～9

2018 2

6

～

7

職長の指示により船尾部ブロックの歪み取り作業を開始するため、当該ブ

ロックの甲板にある縦２．４５メートル横３．００メートルの開口部の周

囲に墜落防止用の手すりを設置しようと作業床高１２メートルの高所作業

車を操作して甲板に上がった直後、手すりを設置するため甲板上を移動し

ていたところ、高さ５．４２メートルの同開口部から墜落した。その後、

搬送先の医療機関にて療養していたが、後日死亡した。

418 1
10～

29

2018 2

14

～

15

ケミカルタンカー内に設置する鋼製仕切りの溶接作業の状況を確認するた

め、被災者が足場最上段に登ったところ、手すりの無い箇所（高さ約１０

ｍ）から墜落したもの。災害発生時、足場最上部では他の労働者３名が溶

接作業を行っていた。（被災者の経験期間未確認。）

411 1
30～

49

2018 1

12

～

13

廃棄する船舶用のアンカーチェーン（約１．６ｔ）をフォークリフトで保

管場所まで運搬中、フォークリフトが横転し、被災者の頭部が地面と

フォークリフトのフレームに挟まれ被災した。

222 2

100

～

299

2019 12

6

～
同僚が運転する乗用車の後部座席に乗って移動中、当該乗用車が、中央線

を越えてガードレールに衝突した。
231 17 1～9



8

2019 12

12

～

14

天井クレーン（２．８ｔ）を操作して船体部品であるハッチコーミングを

２本の盤木を敷いて台車に乗せたあと、被災者が玉掛用具を外したとこ

ろ、ハッチコーミングが倒れ下敷きになった。

611 5
10～

29

2019 10

16

～

18

造船工場の入出渠用水路内において、入出渠ドックゲート注水用配管（１

５０Ａ×２本）の栓をするために潜水していたところ、入出渠用水路から

海へ排水中の排水管（１２本のうち６本開放、６００Ａ）の１つに吸い込

まれ、開閉弁に引っかかった状態で発見されたもの。死因は外傷性ショッ

クである。

418 7 1～9

2019 10

10

～

12

新造船の船内車両甲板を塗装する前工程として、車両甲板天井の梁部を研

磨するため、被災者が単独で高所作業車の作業床に乗り、作業床上の操作

盤を操作していたところ、操作盤と車両甲板の天井の梁との間に胴体がは

さまれ、死亡したもの。

146 7 1～9

2019 7

10

～

12

造船工場のドックにおいて、船体を高圧洗浄機により洗浄する作業を朝か

ら行った。２０分間の休憩を取り、作業を再開したが、被災者が体調不良

を訴えたため作業を中断した。熱中症の疑いがあったため救急搬送し、同

日夕方に死亡した。

715 11
10～

29

2019 4

16

～

18

港の岸壁に係留していた船の甲板上において、ＢＳアンテナ線の配線工事

中、アンテナ線を既存ケーブル線に固縛するため、移動はしごをケーブル

線に立て掛け、同僚が下方を支え、被災者がはしごを上り作業位置に着い

たところ保護帽を忘れたことを思い出したため、はしごを下りようとした

とき、はしごの上端がケーブル線から外れ、はしごと共に高さ３．８６ｍ

下の甲板に墜落した。

351 1
10～

29

2019 4

14

～

16

船底ブロックのロンジ上で配管固定作業を行っていたところ、２．７ｍ下

の地上に墜落した。被災者は病院にて療養中であったが、後日死亡したも

の。

418 1

1000

～

9999

2020 12

14

～

船体ブロック内において、被災者は、一人でガス切断機を使用して、上向

きの姿勢で鋼材を切断していたところ、ガス溶断の火の粉が作業服に引火 331 11
10～



16 し燃えだしたため、熱傷を負ったもの。
29

2020 10

8

～

10

ホイールクレーン（吊り上げ荷重２５ｔ）の補助フックが作業開始前に、

動かなかったため、補修のためジブを下げている途中、補助フックを支え

ていたワイヤーが切れ、補助フック（約７０キロ）が落下し、被災者の頭

部にあたったもの。

212 4 1～9

2020 9

16

～

18

会社の構内において，同社の構内下請事業者の労働者が，船舶の居住区部

分の船室側面に設けられた鋼構造物（重さ約６．３トンで，船室の側面部

分にアーク溶接で仮止めされているもの）下を地面に敷かれていた上盤と

称する鉄骨上を屈みながら通行していたところ，溶接部当該鋼構造物が落

下，同人に激突したもの。

418 4 1～9

2020 9

12

～

14

重さ２４６トンの船底ブロックに機器類を積載した総重量約３２０トンの

荷を、塔形ジブクレーン２基の相吊りによって地上から約１５メートルの

高さまで吊り上げた際、当該ブロック上に積載していた重さ約８００キロ

グラムの金属製の水コシ器１基がブロックの側面から落下し、地上に置か

れていた船舶用発電機への動力供給用配管の付近にて、関係者へ当該配管

の耐圧試験方法を説明していた被災労働者に当たったもの。

611 4

300

～

499

2020 9

16

～

18

令和２年９月５日夕方頃、建造中のケミカルタンカー船室内での艤装作業

を行っていた労働者が、消火設備用ＣＯ２ボンベ（高さ約１６０ｃｍ、重

量約１２５ｋｇ）８本がセットされたラック（縦３３５ｍｍ、横２５２０

ｍｍ、高さ１４２５ｍｍ、重量約１８８ｋｇ）の下敷きになっている状態

で発見され病院へ搬送されたが、死亡が確認された。

391 5

100

～

299

2020 7

14

～

16

原油タンカー（３１万トン）の船体ブロックの一部である「小組」と呼ば

れる部品（Ｌ字型重量約１．５トン）をクレーンで仮置きした後、仮置き

用のバー溶接作業を行ったが設置箇所がずれていたため、レバーブロック

で微調整していたところ、仮置き用のバーが折れ、小組が被災者に激突し

たもの。

419 5
50～

99

10
船体ブロックの部材（縦１．７メートル、横３メートル、厚さ１３ミリ



2020 7 ～

12

メートル、重さ約５００キログラムの鉄板）の両面を船体ブロックの縁に

レバーブロックで固定し、溶接位置を決める作業中、船体ブロックの部材

が被災者側に倒れて、頭と顔面を強打したもの。

419 5 1～9

2020 7

8

～

10

箱型土運船のホールド部の亀裂の修理するため、ボイド部に溜まった水を

抜く作業を２人で行った。船上のマンホールからポンプのホースを入れて

いたところ、ボイド内部にホースが引っ掛かったため、作業者Ａはホース

の位置を変えるためマンホールから入ったが落下した。作業者Ｂは事業主

とともに、作業者Ａを助けるためマンホールから内部に入ったが同様に落

下した。病院に搬送されたが、酸素欠乏症により２名と事業主が死亡し

た。

714 12 1～9

2020 7

8

～

10

箱型土運船のホールド部の亀裂の修理するため、ボイド部に溜まった水を

抜く作業を２人で行った。船上のマンホールからポンプのホースを入れて

いたところ、ボイド内部にホースが引っ掛かったため、作業者Ａはホース

の位置を変えるためマンホールから入ったが落下した。作業者Ｂは事業主

とともに、作業者Ａを助けるためマンホールから内部に入ったが同様に落

下した。病院に搬送されたが、酸素欠乏症により２名と事業主が死亡し

た。

714 12 1～9

2020 6

12

～

14

修繕船の船内でアイスコンバー（氷を砕く機械）の点検口の取り付け作業

を行っていたところ、室内から出火し、消防隊員が救出したものの、死亡

していたもの。

999 16
10～

29

2020 6

12

～

14

修繕船の船内でアイスコンバー（氷を砕く機械）の点検口の取り付け作業

を行っていたところ、室内から出火し、消防隊員が救出したものの、死亡

していたもの。

999 16
10～

29

2020 3

12

～

14

仮設の鉄骨構造物を移動するため、当該構造物の下に搬送台車を移動中、

誘導者が構造物の梁と搬送台車の間に頭部を挟まれた。
221 7

1000

～

9999

2020 3

14

～

被災者２名は、船のエンジンルーム内において、ビルジウェルタンクの清

掃に着手。ウェスを用いて洗浄液にて重油等を清掃するもの。翌日の午前 519 12
30～



16 頃、タンク内で倒れている被災者２名を発見した。
49

2020 3

14

～

16

被災者２名は、船のエンジンルーム内において、ビルジウェルタンクの清

掃に着手。ウェスを用いて洗浄液にて重油等を清掃するもの。翌日の午前

頃、タンク内で倒れている被災者２名を発見した。

519 12
30～

49

2020 2

14

～

16

ドックに停留中の船内に組み立てた吊り足場について、解体作業に従事し

ていた被災者が、作業床に乗った状態で、足場を吊っている鋼材（通称：

たんざく）の固定ボルト等を緩めたところ、当該足場が４５度傾き、地上

約１５メートルの高さから墜落し、地面に激突した。

411 1 1～9

2020 1

10

～

12

建造中の化学薬品運搬船のタンク内の水洗い作業のため、被災者がマン

ホールからタンク内に降りていたところ、高さ約１２メートル下のタンク

底に墜落したもの。被災時の被災者を目撃した者がいないため、どこから

どのようにして墜落したのかは不明であるが、タンク内のはしご道を降り

ていた際に発生したものと推測される。

418 1
10～

29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_03.htmlに戻る。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx
https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_03.html
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